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様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 独立行政法人国立女性教育会館 

評価対象事業年

度 

年度評価 平成 26 年度（第 3期） 

中期目標期間 平成 23～27 年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 文部科学大臣 

 法人所管部局 生涯学習政策局 担当課、責任者 男女共同参画学習課、高橋雅之 

 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 政策課、柳孝 

 

３．評価の実施に関する事項 

・平成 27 年 7 月 22 日開催の政策評価に関する有識者会議国立女性教育会館ワーキングチームに評価結果案を諮り、意見を聴取した。 

・会館職員と定期的に意見交換会を実施し、役員や職員から事業の進捗状況や課題、今後の方向性等についてヒアリングを行った。 

・会館の主催事業等が実施される際に会館の研修施設や情報センター等の施設や事業の取組を視察し、会館の取組についての現状把握を行った。 

 

４．その他評価に関する重要事項 

・「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）を踏まえ、平成 26 年 1 月 27 日に国立特別支援教育総合研究所、国立青少年振興機構、教員研修センターと、効果的・

効率的な業務運営を図り間接業務等を共同で実施するため「間接業務等の共同実施に関する協議会」を設置して具体的な検討を進め、平成 26 年 7 月 26 日にとりまとめを行い、4 法人で連携しながら随

時実施している。 

・同閣議決定を受け、ＰＦＩの導入について検討を行い、平成 25 年度に作成した公共施設等運営事業実施方針に基づき、平成 26 年度 12 月に公共施設等運営権を有する者の選定を行い、平成 27 年度か

らＰＦＩを導入予定。 

・同閣議決定を踏まえ、国立女性教育会館に求められている業務や、その業務を通じた政策実施機能の強化に向けた取組や組織体制について検討するため、平成 26 年 7 月 11 日に関係府省庁による検討

会を立ち上げ、具体的な検討を行った。平成 26 年 12 月 26 日にとりまとめた「国立女性教育会館における政策実施機能を強化するための関係府省と連携しての運営・組織体制の在り方について」にお

いて、内閣府との共管により会館の機能強化が達成できるものではないため、現時点では共管化を行う必要性はないが、男女共同参画の推進に関する業務及び政策実施機能強化のための具体的取組につ

いて中期目標・中期計画に記載すること等の結論を得たことを踏まえ、第３期中期目標・中期計画の変更を行った。 

 

５．国立女性教育会館ワーキングチーム 委員名簿 

植草 茂樹（公認会計士） 

  黒瀬 友佳子（帝人株式会社 CSR・信頼性保証部 CSR グループ長） 

  都河 明子（前東京大学男女共同参画室特任教授、元東京医科歯科大学教授） 

  村山 由香里（株式会社アヴァンティ代表取締役会長、前福岡県男女共同参画センターあすばる館長） 
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様式１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定 

 

１．全体の評定 

評定※１ 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

 

Ｂ：全体としておおむね中期目標における所期の目標を達成していると認められる 

（参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況※２ 

 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

業務の質の向上 Ａ Ａ Ａ 

Ｂ 

 

業務運営の効率化 Ａ Ａ Ａ 

財務内容の改善等 Ａ Ａ Ａ 

評定に至った理由 項目別評定は業務の項目にＡとＣが一つずつであるものの、重要な業務についてすべてＢであり、また全体の評定を引き下げる事象もなかったため、全体の評定はＢとした。 

  

２．法人全体に対する評価 

法人全体の評価 理事長のリーダーシップの下に職員が一丸となり、小規模な組織でありながら、数多くの機関との連携を図りつつ我が国の男女共同参画社会の実現に向け、研修、調査研究、情

報、教育・学習支援、国際連携の５つを有機的に連携させて多様な事業を実施している。平成 25 年度の業務の実績に関する評価で指摘を受けた関係府省及び全国的な組織・団

体との戦略的な展開、あるいは業務運営の効率化、施設のＰＦＩ化等について着実に実施した。宿泊率向上に向けて新たな工夫や取組を積極的に実施したが、結果的には前年度

の宿泊率にわずかに及ばなかった。しかし、多様な機関・団体の協力を得ながら、女性関連施設、地方公共団体、大学、企業、団体等に対する研修や情報発信を行ったことは評

価できる。 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 

特に全体の評価に影響を与える事象はなかった。 

 

 

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した

課題、改善事項 

・企業向け研修（①）は、企業の女性活躍推進に対する先進的な取組や優れた成果などを広く地方公共団体へも周知する等の更なる工夫が必要である。また、リーダー研修（②）

は、関係府省との連携を一層強化し、情報の一元化・発信など具体的な取組を進めることが必要である。（P.9） 

・アーカイブについては、ナショナルセンターとして各機関との連携を今後もさらに図り、公開する資料を充実させていくことが必要である。アーキビスト養成研修については、

時宜に応じたテーマを取り入れるなど、より充実したプログラム内容となるように改善を図ることが期待される。（P.24） 

・ＰＦＩの導入により民間の力を活用した新たな利用者向けサービスを実施するなど、宿泊室利用率や利用者数が拡大するような戦略的な取組を行うことが求められる。（P.34） 

 

その他改善事項 特になし。 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 

特になし。 

 

 

４．その他事項 

監事等からの意見 平成 27 年 7 月 22 日開催の政策評価に関する有識者会議国立女性教育会館ワーキングチームにおいて、監事に出席いただき意見交換を実施した結果、特段の意見なし。 

その他特記事項 特になし。 

 

※１ Ｓ：中期目標管理法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる。Ａ：中期目標管理法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 

Ｂ：全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる。Ｃ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する。Ｄ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める。 

※２ 平成 25 年度評価までは、文部科学省独立行政法人評価委員会において総合評定を付しておらず、項目別評価の大項目について段階別評定を行っていたため、この評定を過年度の評定として参考に記載することとする。  
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様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表 

 

中期計画（中期目標） 

年度評価 
項目別 

調書№ 
備考 

 

中期計画（中期目標） 

年度評価 
項目別

調書№ 
備考 23 

年度 

24 

年度 

25 

年度 

26 

年度 

27 

年度 

23 

年度 

24 

年度 

25 

年度 

26 

年度 

27 

年度 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置  

４ 男女共同参画・女性教育・家庭教育

に関する国内の関係機関・団体等との連

携協力の推進 

Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅰ－４  

 

１ 基幹的な男女共同参画及び女性教育指

導者等の資質・能力の向上 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅰ－１  

 

（１）国内の関係機関・団体等との協働

事業の実施 
Ａ Ａ Ａ Ａ  Ⅰ－４  

（１）基幹的指導者に対する研修等の実施 Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅰ－１  
（２）交流機会の提供による会館を中心

としたネットワークの構築 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅰ－４  

（２）基幹的指導者に対する研修に資する

調査研究の実施、学習プログラム・研修資

料の作成 

Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅰ－１  
５ 男女共同参画及び女性教育に関する

国際貢献、連携協力の推進 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅰ－５  

２ 男女共同参画・女性教育・家庭教育に

関する喫緊の課題に係る学習プログラム等

の開発・普及 

Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅰ－２  
（１）男女共同参画及び女性教育に関す

る国際協力・連携に資する研修の実施 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅰ－５  

（１）喫緊の課題に関する先駆的調査研究

の実施 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅰ－２  

（２）地球規模の課題についての調査研

究の実施 
Ａ Ａ Ａ －  Ⅰ－５  

（２）喫緊の課題を担当する指導者に対す

る先駆的研修の実施 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅰ－２  （３）国際的なネットワークの構築 Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅰ－５  

３ 男女共同参画･女性教育・家庭教育に関

する調査研究の成果や資料・情報の提供等 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅰ－３  

６ 会館利用者への男女共同参画及び

女性教育に関する理解の促進・利用の促

進 

Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅰ－６  

（１）地域の機関で活用しうる男女共同参

画・女性教育・家庭教育に関する基礎的な

研究の成果の提供 

Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅰ－３  （１）利用者への学習支援 Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅰ－６  

（２）全国的な資料・情報の収集、利用し

やすいポータルとデータベースの構築、資

料等の提供 

Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅰ－３  （２）利用の拡大 Ｂ Ｂ Ａ Ｃ  Ⅰ－６  

（３）女性アーカイブ機能の充実 Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅰ－３  項目評定 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ―  
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中期計画（中期目標） 

年度評価 
項目別 

調書№ 
備考 中期計画（中期目標） 

年度評価 
項目別

調書№ 
備考 23 

年度 

24 

年度 

25 

年度 

26 

年度 

27 

年度 

23 

年度 

24 

年度 

25 

年度 

26 

年度 

27 

年度 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 Ⅳ 財務内容の改善に関する事項 

 

１ 適切な法人運営体制の充実 Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅱ－１  

 

（１）契約の点検・見直し Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅳ  

（１）ガバナンス・内部統制の充実 Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅱ－１  （２）外部資金の導入 Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅳ  

２ 人件費・管理運営の適正化 Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅱ－２  （３）自己収入の拡大 Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅳ  

（１）人件費・管理運営の適正化 Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅱ－２  項目評定 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ―  

（２）保有資産の見直し Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅱ－２  Ⅴ 短期借入金の限度額 － － － －  Ⅴ  

３ 業務運営の改善及び効率化 Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅱ－３  Ⅵ 重要な財産の処分等に関する計画 － － － －  Ⅵ  

（１）業務運営の改善 Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅱ－３  Ⅶ 剰余金の使途 Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅶ  

（２）人材育成、多様な人材の活用 Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅱ－３  Ⅷ その他主務省令で定める業務運営に関する事項  

４ 業務運営の点検・評価 Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅱ－４  

 

（１）施設・設備の計画的整備、快適な

環境構築 
Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅷ  

（１）自己点検・評価等による業務の改善 Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅱ－４  （２）情報セキュリティ体制の充実 Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅷ  

項目評定 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ―  （３）中期目標期間を超える債務負担 － － － －  Ⅷ  

Ⅲ 予算・収支計画及び資金計画 Ａ Ａ Ａ Ｂ  Ⅲ  項目評定 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ―  

※平成２５年度評価までの評定は、「文部科学省所管独立行政法人の業務実績評価に係る基本方針」（平成１４年３月２２日文部科学省独立行政法人評価委員会）に基づく。 

また、平成２６年度以降の評定は、「文部科学省所管の独立行政法人の評価に関する基準」（平成２７年６月文部科学大臣決定）に基づく。詳細は下記の通り。 

平成２５年度評価までの評定 平成２６年度評価以降の評定 

Ｓ：特に優れた実績を上げている。（法人横断的基準は事前に設けず、法人の業務の特性に応じて評定を付す。） 

Ａ：中期計画通り、または中期計画を上回って履行し、中期目標に向かって順調に、または中期目標を上回るペースで実績を上げている。（当該年度に実施すべき中期計画の達

成度が１００％以上） 

Ｂ：中期計画通りに履行しているとは言えない面もあるが、工夫や努力によって、中期目標を達成し得ると判断される。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が７０％以上１

００％未満） 

Ｃ：中期計画の履行が遅れており、中期目標達成のためには業務の改善が必要である。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が７０％未満） 

Ｆ：評価委員会として業務運営の改善その他の勧告を行う必要がある。（客観的基準は事前に設けず、業務改善の勧告が必要と判断された場合に限りＦの評定を付す。） 

Ｓ：中期目標管理法人の活動により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の

120％以上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。 

Ａ：中期目標管理法人の活動により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上とする。）。 

Ｂ：中期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 100％以上 120％未満）。 

Ｃ：中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％以上 100％未満）。 

Ｄ：中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％未満、又は主務大臣が業務運営

の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。 

  



5 
 

様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－１ 基幹的な男女共同参画及び女性教育指導者等の資質・能力の向上 

当該事業実施に 

係る根拠 

国立女性教育会館法第３条、第１１条第２号 

第３次男女共同参画基本計画第１１分野・推進

体制 

業務に関連する

政策・施策 

政策目標１ 生涯学習の実現 

施策目標１－２ 生涯を通じた学習機会の

拡大 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

事前分析表（平成 26 年度）26－1－2 

行政事業レビューシート番号 0016 

当該項目の重要度、

優先度、難易度 

重要度：「高」我が国の最重要課題である男女共同参画社会の形成をめざし、我が国唯一の女性教育のナショナルセンターとして国内外の人材の育成を図るための調査研究・交流を

行い、基幹的な男女共同参画及び女性教育指導者等の育成すること、すなわち地方公共団体、女性関連施設、大学、企業、ＮＰＯ等の団体など男女共同参画の推進が求めら

れる組織・機関のリーダーや推進担当者等に対する研修の実施は、重要な事業であるため。  

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目

標期間最

終年度値 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度  

 

 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

参加者の内容

評価① 

計画値 
85％以上が＋
評価 

－ － 85％以上 85％以上 85％以上   決算額（千円） 
237,350の

内数 
273,895の

内数 
311,551の

内数 
   271,536 

の内数  

実績値 － － － 97.6％ 100％ 100％   従事人員数（人） 11 10 9 9  

達成度 － － － 114.8％ 117.6％ 117.6％   

 

計画値 
85％以上が＋
評価 

－ － 85％以上 85％以上 85％以上   

実績値 － － － 100％ 93.7％ 97.9％   

達成度 － － － 117.6％ 110.2％ 115.2％   

参加者の内容

評価② 

計画値 
85％以上が＋
評価 

－ 85％以上 85％以上 85％以上 85％以上   

実績値 － 92.9％ 97.0％ 98.9％ 100％ 99.2％   

達成度 － － 114.1％ 116.3％ 117.6％ 116.7％   

参加者の内容

評価③ 

計画値 
85％以上が＋
評価 

－ 85％以上 85％以上 85％以上 85％以上   

実績値 － － 100％ 98.6％ 98.6％ 98.5％   

達成度 － － 117.6％ 117.6％ 116.0％ 115.9％   

参加者の内容

評価④ 

計画値 
85％以上が＋
評価 － 85％以上 85％以上 85％以上 85％以上   

実績値 － 95.2％ 89.1％ 88.8％ 91.1％ 94.8％   

達成度 － － 104.8％ 104.5％ 107.1％ 111.5％   

研修効果の

普及状況② 

計画値 
80％以上が＋

評価 
－ 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上   

実績値 － 94.3% 98.9％ 98.2％ 97.6％ 99.2％   

達成度 － － 123.6％ 122.8％ 122.0％ 124.0％   

研修効果の

普及状況④ 
計画値 

80％以上が＋

評価 
－ 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上   
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実績値 － 100％ 100％ 100％ 95.2％ 97.9％   
 

達成度 － － 125.0％ 125.0％ 119.0％ 122.4％   

参加者の内

容評価①【大

学等における

男女共同参画

に関する調査

研究】 

計画値 
85％以上が＋

評価 
－ 85%以上 85%以上 85%以上 85%以上   決算額（千円） 

13,325 

の内数 

9,164 

の内数 

11,430 

の内数 

 17,504 
の内数 

 

実績値 － － － － 96.9％ 98.5％   従事人員数（人） 11 10 9 9  

達成度 － － － － 114.0％ 

115.9％ 

  

 
参加者の内

容評価②【女

性関連施設に

関する調査研

究】 

計画値 
85％以上が＋

評価 
－ 85%以上 85%以上 85%以上 85%以上   

実績値 － 85.7％ 71.7％ 100.0％ 100.0％ 90.5％   

達成度 － － 84.4％ 117.6％ 117.6％ 106.4％   

 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 評定 Ｂ 

 男女共同参画及

び女性教育を推進

する人材育成の拠

点として、地方公

共団体、女性関連

施設、女性団体、

大学等の男女共同

参画及び女性教育

の推進に係る基幹

的指導者を対象

に、高度なマネジ

メント能力等、よ

り専門性の高い研

修等を実施する。 

研修の実施に当

たっては、基幹的

指導者の資質・能

力の向上のために

必要な事項等につ

いて調査研究を行

い、その成果を研

修の内容等に反映

させる。 

さらに、研修効

果を全国に効果的

に還元する観点か

ら、研修の対象者

や課題等を厳選す

るとともに、研修

効果の普及状況を

的確に把握し事業

に反映させる。 

なお、大学等の

教職員に対する研

修については、高

等教育機関におけ

る教育・研究活動

が男女共同参画の

理念を踏まえて行

（１）基幹的指導

者に対する研修等

の実施 

①地方公共団体、

女性関連施設、女

性団体、大学等の

男女共同参画及び

女性教育の推進に

係る基幹的指導者

を対象に、高度な

マネジメント能力

等、より専門性の

高い参加型の実践

的な研修を実施す

る。なお、実施に

当たっては研修の

対象者や課題等を

厳選する。 

②研修実施に当た

り、参加者の８

５％以上からプラ

ス評価を得る。 

③研修効果の普及

状況を的確に把握

するため、事後に

実施するフォロー

アップ調査の回収

率を高めるととも

に、研修成果の活

用について回答者

の８０％以上から

プラス評価を得

る。 

④全国的な波及効

果を促進するた

め、参加者の地域

的なバランスを改

善する。 

 

１ 基幹的な男女

共同参画及び女性

教育指導者等の資

質・能力の向上 

（１）基幹的指導

者に対する研修等

の実施 

①企業を成長に導

く女性活躍促進セ

ミナー 

・企業における人

材活用の推進者、

管理職、チームリ

ーダー等を対象

に、企業内の男女

共同参画及び女性

の活躍を促進する

ための実践的なセ

ミナーを実施す

る。 

・研修実施にあた

り、参加者の８

５％以上からプラ

ス評価を得る。 

 

②女性関連施設・

地方公共団体・団

体リーダーのため

の男女共同参画推

進研修 

・全国の女性関連

施設の管理職、男

女共同参画行政責

任者、女性団体の

リーダー等を対象

に、地域の男女共

同参画を積極的に

推進するリーダー

として必要な専門

（１）基幹的指導者に

対する研修等の実施 

＜主な定量的指標＞ 

・内容評価【参加者の

８５％以上からプラス

評価を得られたか】 

①企業向け研修、②女

性関連施設等研修、③

大学等向け研修、④男

女共同参画フォーラム

参加者アンケート結果 

・影響評価【回答者の

８０％以上からプラス

評価を得られたか】フ

ォローアップアンケー

ト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成２６年度業務実績報告書 

P１～１７ 

＜主要な業務実績＞ 

①企業を成長に導く女性活躍促進セミナ

ー 

【ダイバーシティ推進リーダー会議】 

 平成 26年 6月 12 日(木)～13 日(金) 

１泊２日 

会場：国立女性教育会館 

【企業を成長に導く女性活躍促進セミナ

ー（第１回）】 

 平成 26年 10 月 17 日(金)～18 日(土) 

1 泊 2日 

会場：放送大学東京文京学習センター・

国立女性教育会館） 

参加者：67 名 

【企業を成長に導く女性活躍促進セミナ

ー（ウーマノミクスセミナー）（第２回）】 

 平成 27年 3月 19 日(木) 

会場：さいたま市大宮ソニックシティ  

市民ホール  

参加者：65 名 

・参加者内容評価 

満足度：リーダー会議：100.0％ 

第１回：100.0％ 

第２回：93.6％ 

有用度：リーダー会議：100.0％ 

第１回：95.1% 

第２回：97.9％ 

 

②女性関連施設・地方公共団体・団体リー

ダーのための男女共同参画推進研修 

平成 26 年 5 月 21 日(水)～23 日(金) 

2 泊 3日 

参加者：138 名（定員 120 名） 

会場：国立女性教育会館 

・参加者内容評価：満足度 93.8％ 

有用度 99.2％ 

・研修６か月後に実施したフォローアップ

調査回収率：94.0％ 

「研修の成果が仕事や活動に役立った」： 

98.2% 

＜自己評価書参照箇所＞ 

平成２６年度業務実績に対する 

自己評価書 P１～１７ 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 「企業を成長に導く女性活躍促進セミナ

ー」は、女性の活躍を促進する上で、企業

分野における人事担当者等の意識啓発は

欠かせないとの認識に基づき、昨年度から

正規に年度計画に位置づけて実施した事

業である。会館としては新領域であるが、

経済産業省、経済産業省関東経済産業局及

び埼玉県経営者協会と連携して、広報や会

場手配、講師交渉などを効果的に進めてい

る。また、男女共同参画の視点に立った女

性活躍促進をテーマに絞り、実践的なグル

ープワークを取り入れるなど、会館の独自

色を出したプログラムの内容を追求して

おり、参加者からもその点が高く評価され

た。企業における男女共同参画推進リーダ

ーのネットワークづくりの場として参加

者から評価されており、セミナー参加者に

よる交流も行われている。 

「女性関連施設・地方公共団体・団体リ

ーダーのための男女共同参画推進研修」

は、女性関連施設、地方公共団体、民間団

体・女性グループを地域で男女共同参画を

推進する主体と位置づけ、その基幹的指導

者に対し、高度で専門的な研修と情報交換

の場を継続的に提供している。 

参加者によるプログラムの満足度及び

有用度は 90%を超えている。評価が非常に

高く、さらに研修で得た成果をそれぞれが

現場に持ち帰り、実際に広く活用している

ことが伺える。以上からプログラムは適切

であり、ねらいを十分に達成できたと考え

られ、状況は順調である。今回もアンケー

トによれば有用度、満足度ともに 100％近

い評価を得ることができた。 

基幹的な男女共同参画及び女性教育指導

者等の資質・能力の向上については、全体

として所期の目標を達成していると認め

られるため、評定は Bとした。 

 

(1)評定：B 

＜評定に至った理由＞ 

我が国唯一の男女共同参画推進のため

のナショナルセンターとして、男女共同参

画を推進するリーダーの育成のための研

修を継続的に実施しており、参加者からの

評価も高く、全ての研修において設定して

いる目標値（参加者の 85％以上からプラ

ス評価を得る）を達成している。 

フォローアップの調査も行われており、

研修後の波及状況についても把握に努め

ていることは評価できる。また、質問項目

を厳選・簡略化し、送付後も積極的に運営

団体に働きかけるなど回収率向上のため

の改善が認められる。 

また、平成 25年度業務実績評価の指摘

を踏まえ、事業目的、連携方針を明確にし

た上で男女共同参画センター等の女性関

連施設や大学関係組織、経済団体等と戦略

的に連携を深めることにより、事業効果を

高めるなどの改善が認められる。 

 企業向け研修（①）については、初めて

経済産業省と共催し、1日目を東京で開催、

関東経済産業局や埼玉県経営者協会と連

携した幅広い募集を行う等、研修内容、広

報活動についての改善が認められる。 

全国から男女共同参画を推進するリー

ダーが集まり、学び合い、ネットワークを

構築できるリーダー研修（②）は会館なら

ではのものであり、満足度、有用度ともに

非常に高い。 

講師・事例報告者を各地域ブロックから選

出し多様な事例を提供している。また、26

年度は、参加者の地域バランスが相対的に
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われるよう留意す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

的知識、マネジメ

ント能力、ネット

ワークの活用等を

内容とする高度で

専門的、実践的な

研修を実施する。 

・研修実施にあた

り、参加者の８

５％以上からプラ

ス評価を得る。 

・研修事後に実施

するフォローアッ

プ調査の回収率を

高めるとともに、

研修成果の活用に

ついて、回答者の

８０％以上からプ

ラス評価を得る。 

・参加者の地域的

なバランスを促進

するため、計画的

な取組を行う。 

③大学等における

男女共同参画推進

セミナー 

・大学、短期大学、

高等専門学校にお

ける意思決定組織

に所属する教職

員、男女共同参画

推進部局の責任者

等を対象に、男女

共同参画意識の学

内への浸透方法、

女性研究者支援、

女性リーダーの養

成方策、男女共同

参画社会の実現に

向けた女子学生キ

ャリア形成支援を

内容とする高度で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他の指標＞ 

・研修内容の分析＜専

門的・参加型・実践的

であったか＞ 

 

 

 

 

 

 

 

・参加者の地域バランス 

北海道・東北：12.3％、関東 39.9％、

甲信越：7.3％、北陸・東海：10.9％、

近畿：10.1％、中国・四国：9.4％、 

九州・沖縄：10.1％ 

 甲信越、近畿、中国・四国の各ブロック

からの参加割合が増えたため、参加者の

地域バランスが相対的に改善されてい

る。また講師及び事例報告者を各地域ブ

ロックから選出するなど多様な事例を

提供した。 

 

③大学等における男女共同参画推進セミ

ナー 

平成 26 年 12 月 4 日(木)～5 日(金) 

1 泊 2日 

 参加者：79名（定員 80 名） 

会場：国立女性教育会館 

・参加者内容評価：満足度 95.4％ 

有用度 98.5％ 

 

④男女共同参画推進フォーラム 

平成 26 年 8 月 29 日(金)～31 日(日) 

2 泊 3日 

参加者：1,165 名（定員：1,000 名） 

会場：国立女性教育会館 

・参加者内容評価：満足度 94.8％ 

 ワークショップ運営者：有用度 95.5％ 

・研修６か月後に実施したフォローアップ

アンケートの有用度：97.9％ 

 

①企業を成長に導く女性活躍促進セミナ

ー 

平成２６年度の３研修とも先進事例の紹

介や国際比較のデータによる分析、経済産

業省の施策説明を組み込んだ専門的研修

を実施。 

ダイバーシティ推進リーダー会議及び

第１回セミナーは、企業におけるダイバー

シティ（女性活躍促進）を推進するリーダ

「大学等における男女共同参画推進セ

ミナー」は、学内全体への男女共同参画意

識の浸透や男女共同参画の推進体制の整

備・継続がいまだ十分とはいえない状況の

中で、課題解決に向けて先進的・積極的な

取組を展開している大学等の事例報告や

分科会でのグループ討議、情報交換会など

を通して、全体の動向や全国各地の他校の

取組状況について、宿泊型で参加者同士が

寝食を共にしながら、インターネット等で

はなく、直接多くの情報を得ることができ

る本研修の意義は大きい。 

今年で５年目の実施となる本研修は、高

等教育機関の男女共同参画推進という目

的のもと、大学等で男女共同参画を担当し

ている教職員を対象に、各機関の課題に応

じた内容の充実を図ってきた。毎年、ニー

ズに合った企画で参加者からの評価も高

く、実施状況は順調である。 

男女共同参画推進フォーラムは、応募倍

率、満足度ともに目標を達成できた。政

策・方針決定過程への女性の参画がいまだ

低い状況にある中で、男女共同参画社会の

実現、女性の活躍推進に関する講演やパネ

ルディスカッション、全国から一般募集し

たワークショップなどの実施を通して、宿

泊型で参加者同士が寝食を共にしながら、

分野横断的に情報交換やネットワークづ

くりを図る本研修のねらいを十分達成す

ることができた。 

行政、企業、大学、ＮＰＯなどで男女共

同参画の推進に携わる者、女性団体などを

対象に、男女共同参画社会の実現に向けた

課題解決に資するプログラムの実施と分

野横断的に、連携・協働を推進するための

ネットワーク形成を目指して、内容の充実

を図ってきた。毎年、ニーズに合った企画

は、参加者からの評価も高く、実施状況は

順調である。 

 

 

改善されている点が評価できる。 

 大学等における研修（③）については、

大学で推進している先進事例の紹介のほ

か、女性研究者支援の在り方や理系女子学

生へのキャリア形成支援など新たな課題

に取り組んでおり専門性の高い研修内容

となっている。参加型学習を取り入れ、各

機関の男女共同参画の推進状況の差に関

わらず受講者各々が学びを得られる実践

的な内容となっている。高等教育機関の男

女共同参画推進という目的のもと大学、高

等専門学校、短期大学の教職員、男女共同

参画推進責任者を対象に各機関の課題に

応じた内容の充実が図られている。ニーズ

に合った企画で参加者からの評価も高い

点は評価できる。 

 

 男女共同参画推進フォーラム（④）につ

いては、様々なセクターから幅広い参加者

を集めることで交流機会を提供している。

有用度、満足度も高く、着実に取り組まれ

ている。 
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専門的、実践的な

研修を実施する。 

・研修実施にあた

り、参加者の８

５％以上からプラ

ス評価を得る。 

 

④男女共同参画推

進フォーラム 

・行政・企業・大

学・ＮＰＯ等の組

織における男女共

同参画推進担当

者、女性団体、女

性／男女共同参画

センター職員、そ

の他男女共同参画

に関心のある者を

対象に、男女共同

参画のための意識

変革、女性活躍促

進、女性のキャリ

ア形成支援、ワー

ク・ライフ・バラ

ンス等の課題解決

に資するための研

修を実施するとと

もに、分野横断的

に、連携・協働を

推進するためのネ

ットワーク形成を

図る。 

・研修実施にあた

り、参加者の８

５％以上からプラ

ス評価を得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ー及び企業管理職を対象に、参加者が自社

の企業で抱えている問題点についてグル

ープで話し合い、課題解決方策を探るアク

ションラーニングの手法を用い、実践的な

参加型の研修とした。第２回セミナーは、

埼玉県経営者協会に加盟する主に中小企

業の経営者・役員、管理職等を対象とし、

実際に女性が活躍できるしくみや制度に

取組み、成果を上げている企業の報告とパ

ネルディスカッションにより、参加者の反

応を活かした臨場感のある質疑が行われ

た。 

 

②女性関連施設・地方公共団体・団体リー

ダーのための男女共同参画推進研修 

「女性活躍の推進と男女共同参画」をテ

ーマとし、研修の前半では、関係省庁の施

策説明及び講義などから、女性活躍促進に

向けた最新の施策や取り組むべき課題な

どについて理解を深めた。後半のコース別

分科会では、女性関連施設等における就業

支援の新たな展開、推進計画・体制での庁

内連携、地域における人材育成、課題解決

に向けた事業展開など、全国の好事例によ

る報告を基にグループワークを行った。加

えて、情報交換会等により、参加者相互の

ネットワークづくりを図った。 

 

③大学等における男女共同参画推進セミ

ナー 

１泊２日で実施した研修の前半では、大学

において男女共同参画の推進に取り組む

意義や男女共同参画の視点から大学の経

営戦略を考える講義を行った。後半は、３

つのテーマに分かれて分科会を実施。分科

会では、各校での現状と課題について情報

交換するとともに、自校での男女共同参画

の推進に役立つ事例発表とグループ討議

を行った。最後に、分科会報告として全体

会を行い、参加者全体で情報を共有した。 

④男女共同参画推進フォーラム 

＜課題と対応＞ 

「企業を成長に導く女性活躍促進セミ

ナー」は、ＨＰを見て県庁や市役所からの

参加も見られ、今後も企業はもちろんであ

るが、女性活躍促進が進んでいる企業の取

組を広く広報できるよう、地方自治体にも

周知するように努めたい。 

「女性関連施設・地方公共団体・団体リ

ーダーのための男女共同参画推進研修」の

施策説明については、研修のテーマを踏ま

え、さらに多様な府省との連携が必要であ

ると考えられる。また平成２６年度は開催

時期を例年より１か月ほど早めたところ、

団体リーダーコース参加者の割合が減少

している。告知の方法を工夫する必要があ

る。また研修効果を全国的に効果的に広め

る観点から、研修の内容の動画配信や資料

のダウンロードなどができるよう、さらに

具体的に進めたい。 

「大学等における男女共同参画推進セミ

ナー」は、ライフイベントに直面した卒業

生支援や社会貢献としての女性の生涯学

習支援への大学の貢献、女子高校生に特化

した学生募集戦略の工夫等、大学としての

「女性」に関する総合的・包括的な戦略づ

くりへの支援を入れるなどプログラムを

充実させ、大学の教務や広報担当者をも惹

きつけていくなどの工夫が必要である。 

「男女共同参画推進フォーラム」は、今

後も社会的知名度の高い講師によるプロ

グラムを盛り込むことで、男女共同参画推

進の波及効果を高める。 

一方、参加者の中心を占める年代層は、

５０代から６０代以上の女性たちである。

このような地域で男女共同参画の推進の

ために地道な活動を積み重ねている参加

者たちにとって、男女共同参画推進フォー

ラムに参加することこそが、日頃の活動の

原動力となっていると思われるが、引き続

き、企業関係者や大学関係者など新しい層

の掘り起こしを続けることと併せて、長年

＜今後の課題＞ 

企業向け研修（①）は、企業の女性活躍

推進に対する先進的な取組や優れた成果

などを広く地方公共団体へも周知する等

の更なる工夫が必要である。 

また、リーダー研修（②）は、関係府省

との連携を一層強化し、情報の一元化・発

信など具体的な取組を進めることが必要

である。 

 大学等における研修（③）は、内容の充

実が図られており、ニーズに合った企画で

参加者からの評価も高いことから、この実

績を踏まえ、更なる拡大・発展を目指して

ほしい。 

 男女共同参画推進フォーラム（④）は、

有用度、満足度も高く、着実に取り組まれ

ているが、参加者は 50代以上の女性中心

であることから、引き続き、企業関係者や

大学関係者など新しい層の掘り起こし、長

年の参加者たちの「フォーラム」への期待

に応えるプログラムを今後も提供してい

くことが必要である。 

 

＜その他事項＞ 

ワーキングチーム有識者委員からの主な

コメントは、以下のとおり。 

・企業向け研修は、今年度は特に経済産業

省・埼玉県経営者協会等と共催し、対象を

中小企業にも拡大し有意義な研修となっ

たが、さらに参加者数を増す工夫が望まれ

る。 

・唯一のナショナル・センター、センター・

オブ・センターとして満足度の高い研修を

実施している。 

・「企業を成長に導く女性活躍促進セミナ

ー」は、女性のみならず LGBT 等のマイノ

リティ・グループの活躍推進や、女性をは

じめとするダイバーシティ推進策が「企業

を成長に導く」道筋を、例えば今年発効し

たコーポレートガバナンスコードとの関

連性から説明する等、話題性を先取りする
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・研修対象者や課題等

の厳選 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日目の「女性リーダー会議」では、企

業、行政、ＮＰＯ団体で活躍している女性

リーダーをパネリストに迎え、これからの

女性リーダーのあり方や女性の活躍を促

進していく上での現状、課題などについて

分野を超えて議論。２日目の特別講演で

は、村木厚子厚生労働事務次官に、活力の

ある社会を創出していく上で、女性の活躍

を促進していくことの重要性についてお

話いただいた。また、３日間にわたり、２

件の会館提供ワークショップ、一般募集を

した民間団体、大学、企業等による４４件

のワークショップと６件のポスター展示

を実施。各ワークショップでは、日頃の研

究成果や実践活動についての報告、会場の

参加者との質疑応答、協議などが行われ

た。 

 

①企業を成長に導く女性活躍促進セミナ

ー 

全コースにおいて、参加者の決定にあたっ

て実際の業務・活動内容の確認を行う等、

基幹的な指導者を厳選した。なお、地方公

共団体コース参加者はほとんどが新規参

加者であった。 

 

②女性関連施設・地方公共団体・団体リー

ダーのための男女共同参画推進研修 

 全コースにおいて、参加者の決定にあた

って実際の業務・活動内容の確認を行う

等、基幹的な指導者を厳選した。 

 

 

③大学等における男女共同参画推進セミ

ナー 

 大学の経営戦略や高等教育機関の生き

残りをかけた戦略の視点など、研究者養成

型以外の大学や私立大学が興味・関心のも

てるテーマ設定とした。また、トップマネ

ジメント人材やスタッフ人材の発掘・育成

に男女共同参画の視点に立った人材登用

の参加者たちの「フォーラム」への期待に

応えるプログラムを今後も提供していく

必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工夫が望まれる。 

・すでに各セミナー等は満足度・有用度に

ついてはかなり高い評価を与えられてい

る。しかしながら、今後目標を立てるにあ

たり、地方自治体への周知の工夫・新たな

年代層へのアプローチなど、今後の課題を

踏まえた目標設定も加味し、総合評価だけ

ではなく、新たな課題を自ら設定し、それ

を評価できるような仕組みが必要である

と感じる。 
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（２）基幹的指導

者に対する研修に

資する調査研究の

実施、学習プログ

ラム・研修資料の

作成 

①男女共同参画及

び女性教育に関す

る基幹的指導者の

資質・能力の向上

に必要な事項等に

ついて調査研究を

行い、調査に基づ

く学習プログラム

や研修資料を毎年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基幹的指導

者に対する研修に

資する調査研究の

実施、学習プログ

ラム、研修資料の

作成 

①大学等における

男女共同参画に関

する調査研究 

・大学等の研究機

関における女性研

究者支援を促進す

るため、課題を明

らかにすることを

目的とした調査研

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・フォローアップ調査

回収率向上のための取

り組み 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

女性活躍の推進するた

めに必要な人材を育成

するための研修を、対

象とテーマを厳選して

実施している。 

 

（２）基幹的指導者に

対する研修に資する調

査研究の実施、学習プ

ログラム、研修資料の

作成 

＜主な定量的指標＞ 

・大学等における男女

共同参画セミナーにお

ける参加者のアンケー

ト結果（作成したプロ

グラムを活用した結

果） 

 

 

 

が必要であるという課題を新たに取り上

げた。 

 

④男女共同参画推進フォーラム 

平成２６年度のテーマは、「ひとりひとり

の活躍が社会を創る」とし、テーマに沿っ

たプログラム選定を実施。また、一般募集

ワークショップ・ポスター展示の選定につ

いては、外部有識者を交えた選定委員会を

開催した上で厳選した。 

 

②女性関連施設・地方公共団体・団体リー

ダーのための男女共同参画推進研修 

 アンケート用紙を研修時のアンケート

と統合し、質問項目を厳選・簡略化した。

回収率は、94.0％であった。 

 

④男女共同参画推進フォーラム 

 アンケート用紙送付後も、担当者が積極

的に運営団体に働きかけ、回収を促した。 

回収率は 100.0％であった。 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

①大学等における男女共同参画に関する

調査研究  

・25年度に引き続き、①女性研究者支援事

業に文部科学省の助成金等を得て取り組

んでいる国公私立大学、②「男女共同参画

推進室」、「キャリアセンター」等を設置し

て、男女共同参画を推進している大学等の

取組について、ヒアリング調査等を実施し

、検討委員会において各大学の取組内容・

組織体制・連携の在り方や課題等を整理し

た。また、一般社団法人国立大学協会、会

館の主催事業等で調査研究の中間報告を

行い、ガイドブックの構成・内容について

コメントを得た。これらをまとめ、会館・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

「大学等における男女共同参画に関す

る調査研究」では、大学における男女共同

参画を推進するための取組に携わる大学

の経営陣や教職員の参考となるガイドブ

ックを作成し、市販した。調査研究の途中

経過を国立大学協会の教育・研究委員会や

国立高等専門学校機構の研修で報告し、評

価が得られた。ガイドブックの執筆にあた

り文部科学省、国公私立大学、民間団体等

の幅広い協力を得た。また、「教育学術新

聞」の連載記事でガイドブックが取上げら

れ、これまで取組が遅れている私立大学に

も今後の展開が望める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)評定：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

基幹的指導者に対する研修に資する調

査研究の実施は、他機関では果たせない、

会館ならではの重要な機能である。 

調査研究の成果を学習プログラムや研

修にフィードバックしている点は評価で

き、研修等への参加者の満足度も高い。 

大学等における男女共同参画に関する

調査研究（①）において、「実践ガイドブ

ック 大学における男女共同参画の推進」

を作成、市販することにより大学の経営陣

や教職員の参考となるガイドブックを作

成、市販したことは評価できる。また、調

査研究の途中経過を国立大学協会の教・研
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作成し、研修等を

通じて普及する。 

②事後に実施する

フォローアップ調

査の充実を図り、

研修の成果を的確

に把握することに

より、研修内容を

見直す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

究を実施するとと

もに、ガイドブッ

クを作成する。 

・２年計画で行う

調査研究の２年次

として、１年次に

実施した国公私立

大学の男女共同参

画推進機関へのヒ

アリング調査をも

とにガイドブック

を作成する。 

 

②女性関連施設に

関する調査研究 

・女性関連施設の

機能の充実・強化

を図るため、人材

育成、災害復興時

における男女共同

参画の視点等、新

たな課題の実態把

握と分析をテーマ

に５年計画で行う

調査研究の４年次

として、全国の女

性関連施設が取り

組む事業や組織形

態に関する実態調

査を実施し、報告

書を作成する。 

・作成した資料を

用いた研修につい

て、事後に実施す

るフォローアップ

調査の充実を図

り、研修の成果を

的確に把握するこ

とにより、研修内

容を見直す。 

 

 

＜その他の指標＞ 

・調査に基づく学習プ

ログラムや研修資料の

作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・作成した学習プログ

ラムや研修資料の普及 

 

 

 

 

 

 

 

 

座長村松泰子編のガイドブックとして、市

販刊行した。 

具体的には、大学における男女共同を進

めるための取組として、女性研究者を増や

すための支援、ワーク・ライフ・バランス

支援と環境整備、情報提供・ネットワーク

、男性への支援、学生に対する男女共同参

画の視点に立ったキャリア教育の取組に

関する取組事例の具体的内容や工夫・課題

等を明らかにした。さらに、推進策として

有効である、大学内の体制・組織作り、大

学間のネットワークを活用した事例の具

体的プロセスも明らかにした。 

②女性関連施設に関する調査研究 

「女性関連施設データベース」の更新・

新規登録調査を行い、女性／男女共同参画

センター、働く婦人の家の取組む事業や組

織形態を把握し、データベースに掲載した。 

・対象施設：(1)全国の女性／男女共同参

画センター390施設に配布、回答数293施設

（回答率75.1％） 

(2)働く婦人の家151施設に配布、回答数95

施設（回答率62.9％） 

・データベース掲載項目 

(1)施設概要：運営形態、職員数、施設形

態、指定管理者制度導入の有無、指定管理

者名称、指定管理期間、開館時間、所有施

設等 

(2)実施事業：年度、事業分野、事業のねら

い、具体的なプログラム・講師名・スケジュ

ール等 

 

①大学等における男女共同参画に関する

調査研究  

・「実践ガイドブック 大学における男女

共同参画の推進」を市販刊行。 

・「大学等における男女共同参画推進セミ

ナー」、一般社団法人国立大学協会教育・

研究委員会男女共同参画小委員会、独立行

政法人国立高等専門学校機構で調査研究

の中間報告を行った。 

「女性関連施設に関する調査研究」におい

て、調査研究結果を『NWEC 実践研究』や

他機関の刊行物にわかりやすい形で発信

した。 

 

 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

調査研究の成果としてまとめたガイド

ブックの利活用を図るため、主催事業等で

積極的に広報を行う。調査研究としては、

いったん区切りがつくが大学の取組は急

速に進んでおり、今後の情報や資料収集等

をどのように行っていくかが課題である。

女性研究者支援等で助成を受けた大学の

男女共同参画・女性研究者支援に係る情報

収集（刊行資料等）を女性教育情報センタ

ーで引き続き進めるとともに、大学等にお

ける男女共同参画推進セミナーの研修の

企画にガイドブック及びその作成で得ら

れた知見を役立てることで対応する。 

また、ナショナルセンターとして、今後

も引き続き、地域の男女共同参画拠点であ

る女性関連施設についての調査研究を実

施する。調査対象については見直しを行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

究委員会や国立高専機構の研修で報告し、

参加者からの評価を得ている。 

女性関連施設に関する調査研究（②）は、

地域の女性関連施設とのネットワークを

構築しており、女性関連施設の“Center of 

Centers”としての役割が求められている

会館においてまさに行うべき調査研究で

あり、目的・内容は適切である。 

 

＜今後の課題＞ 

ガイドブックの利活用促進のため、主催

事業等で積極的に広報するだけでなく、Ｈ

Ｐでの提供なども含め検討していく必要

がある。また、調査研究はいったん区切り

がつくが、急速に進む大学の取組等の情報

や資料収集をどのように行っていくか課

題である。 

また、ナショナルセンターとして女性関

連施設の調査研究を実施する際、調査対象

についても検討を行うことが期待される。 

 

＜その他事項＞ 

ワーキングチーム有識者委員からの主な

コメントは、以下のとおり。 

・HP における情報提供の拡充については

更なる充実を期待したい。 
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・フォローアップ調査

結果の研修プログラム

への反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

課題設定の適切性 

 

②女性関連施設に関する調査研究 

・「女性関連施設の情報事業に関する調査」

（H25）をさらに分析し、「ＮＷＥＣ実践研

究」第 5号に掲載。全国の女性関連施設等

に配布するとともに、会館のホームページ

に掲載。 

・「NWEC 実践研究」第 5 号に「女性/男女

共同参画センターにおける情報事業の活

性化に向けて」として掲載。 

また、同調査を基に、委員が日本女性学習

財団の月刊「Ｗｅ ｌｅａｒｎ」に「女性

関連施設における情報相談（2014 年 8 月

号、9月号）を執筆し、成果の普及に努め

た。 

・全国女性会館協議会と日本女性学習財団

共催の研修事業「情報事業担当者支援講

座」で講義を実施。満足度 100.0％であっ

た。 

 

①大学等における男女共同参画に関する

調査研究  

平成 26 年 12 月 5 日(金)平成 26 年度「大

学等における男女共同参画推進セミナー」

において情報提供を行った。 

 

②女性関連施設に関する調査研究 

実践研究の内容を基に、全国女性会館協議

会と日本女性学習財団共催の研修事業「情

報事業担当者支援講座」において講義「女

性/男女共同参画センターにおける情報事

業の現況－ＮＷＥＣ全国調査より」を行っ

た。調査研究の成果および参考資料は、平

成２７年度に会館の主催事業や外部事業

への講師派遣等において活用し、さらに積

極的に成果普及を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。  
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－２ 男女共同参画・女性教育・家庭教育に関する喫緊の課題に係る学習プログラムの開発・普及 

当該事業実施に 

係る根拠 

国立女性教育会館法第３条、第１１条第２号 

第３次男女共同参画基本計画第１１分野・

推進体制 

業務に関連する

政策・施策 

政策目標１ 生涯学習の実現 

施策目標１－２ 生涯を通じた学習機会の

拡大 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

事前分析表（平成 26 年度）26－1－2 

行政事業レビューシート番号 0016 

当該項目の重要度、

優先度、難易度 

優先度：「高」第３次男女共同参画基本計画及び教育再生実行会議で示されている「学び続ける」社会、全員参加型社会、地方創生を実現する教育の在り方について（第六次提言）
にある全員参加型社会の実現のために、我が国の多様性（ダイバーシティ）の推進や女性の活躍促進に資する事業であるため 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 
前中期目標期

間最終年度値 
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度  

 
 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

参加者の内容

評価①【プロ

グラム開発】  

計画値 
85％以上が＋
評価 

－ 85％以上 85％以上 85％以上 85％以上   
決算額（千円） 

13,325 
の内数 

9,164 
の内数 

11,430 
の内数 

17,504 
の内数 

 

実績値 － 71.7％ 71.7％ 100％ 100％ 100％   
21,182 
の内数 

4,973 
の内数 

5,131 
の内数 

4,925 
の内数 

 

達成度 － － 84.3％ 117.6％ 117.6％ 117.6％   ※上段は主催事業決算額、下段は受託事業決算額  

参加者の内容

評価②【キャ

リア研究】 

計画値 
85％以上が＋
評価 

－ 85％以上 85％以上 85％以上 85％以上   従事人員数（人） 11 10 9 9  

実績値 － － 100％ 100％ 100％ 100％   

 

達成度 － － 117.6％ 117.6％ 117.6％    

参加者の内

容評価①【女

性関連施設相

談員研修】 

計画値 
85％以上が＋
評価 

－ 85％以上 85％以上 85％以上 85％以上   

実績値 － 93.8％ 98.5％ 100.0％ 99.0％ 98.7％   

達成度 － － 115.9％ 117.6％ 116.5％ 116.1％   

参加者の内

容評価②【女

子中高生夏の

学校】 

計画値 
85％以上が＋
評価 

－ 85％以上 85％以上 85％以上 85％以上   

実績値 － 91.8％ － 91.5％ 94.2％ 93.7％   

達成度 － － － 107.6％ 110.8％ 110.2％   

フォローア

ップ調査回

収率 

計画値  －       

実績値 － － － － 89.9％ 75％   

達成度 － － － － － －   

研修効果の普

及状況 

計画値 
80％以上が＋

評価 
－ 85％以上 85％以上 85％以上 85％以上   

実績値 － － － － 83.9％ 84.6％   

達成度 － － － － 104.8％ 105.7％   
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 男女共同参画・女

性教育・家庭教育

に関する喫緊の

課題（例えば、女

性の活躍による

社会の活性化、

様々な困難な状

況に置かれてい

る人々への対応、

地域における身

近な男女共同参

画の推進、男性の

家庭・地域への参

画促進、生涯を見

通した総合的な

キャリア教育等）

に関する調査研

究を行い、その成

果に基づき学習

プログラムの開

発や教材の作成

等を行う。キャリ

ア教育について

は、大学等と協働

して取り組む。 

さらに、開発した

学習プログラム

による研修をモ

デル的に実施し、

その成果を普及

することにより、

地方公共団体等

が同課題に関す

る研修等を独自

に企画・実施する

よう支援する。 

なお、時宜に適っ

（１）喫緊の課題

に関する先駆的

調査研究の実施 

① 男 女 共 同 参

画・女性教育・家

庭教育に関する

喫緊の課題（例え

ば、女性の活躍に

よる社会の活性

化、様々な困難な

状況に置かれて

いる人々への対

応、地域における

身近な男女共同

参画推進、男性の

家庭・地域への参

画促進、生涯を見

通した総合的な

キャリア教育等）

に関する調査研

究を、調査テーマ

ごとに一定の時

限を設けて実施

する。 

②それらの成果

をもとに、適宜調

査研究内容の見

直しを行い、学習

プログラムや研

修資料を毎年作

成する。 

③調査研究を活

用した研修・交流

事業への参加者

の８５％以上か

ら学習プログラ

ム・研修資料に関

（１）喫緊の課題

に関する先駆的

調査研究の実施 

①若年男女のキ

ャリア形成に関

する意識及び支

援に関する調査

研究 

・生涯を見据えた

早期からのキャ

リア形成支援を、

男女共同参画の

視点に立って行

うための方策を

探ることを目的

とした調査研究

を実施する。 

・２年計画で行う

調査研究の１年

次として、若者を

対象とした調査

の方法について

検討 

する。 

 

②女子大生キャ

リア形成セミナ

ー 

・大学等における

キャリア教育の

充実に資するよ

う、学生を対象と

したキャリア教

育プログラムを

開発し、大学等と

連携して実施す

る。 

（１）喫緊の課題に関

する先駆的調査研究の

実施 

＜主な定量的指標＞ 

・内容評価＜参加者の

85％以上からプラス評

価をえられたか＞ 

 

＜その他の指標＞ 

・調査研究の目的・内

容の適切性、進捗状況

（複数年度の場合）、研

修等へのフィードバッ

ク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成２６年度業務実績報告書 

Ｐ１８～２９ 

＜自己評価書参照箇所＞ 

平成２６年度業務実績に対する自己評価

書Ｐ１８～２９ 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

「若年男女のキャリア形成に関する意識

及び支援に関する調査研究」は、平成 27

年度に調査を実施するための準備を着実

に行うとともに、就職先が決定した女子大

学生を対象とするグループインタビュー

及び入社 1 年目男女を対象としたプリテ

ストを実施し、初期キャリア形成期の女性

の意識及び実態について理解を深めるた

めのデータを得た。 

この調査研究を検討・実施する際には、

日本経済団体連合会女性の活躍推進委員

会企画部会に協力を依頼することで、新た

な連携やネットワークが図られた。 

「女子大学生キャリア形成セミナー」

は、これまで会館が実施した調査研究の成

果やプログラム開発の実績を活用し、若年

層へアプローチする研修である。参加した

女子大学生は定員30名のところ応募者24

名、当日の参加者 19 名と定員を満たすこ

とはできなかったが、参加者一人一人の将

来やキャリア形成に対する意識は非常に

高く、各プログラムに意欲的に取り組む姿

が見られた。特にグループワークでは長時

間にもかかわらず、積極的かつ活発な話し

合いが見られ、将来に対する意思表明を一

人一人が具体的に行うことができた。ま

た、参加者同士のネットワークづくりも円

滑に行われ、今後の横のつながりによって

本事業の発展が期待できる。 

 

＜課題と対応＞ 

「若年男女のキャリア形成に関する意

評定 Ｂ 

男女共同参画・女性教育・家庭教育に関する喫

緊の課題に係る学習プログラムの開発・普及に

ついては、全体として所期の目標を達成してい

ると認められるため、評定は Bとした。 

 

(1)評定：B 

＜評定に至った理由＞ 

若年男女のキャリア形成に関する意識及び支

援に関する調査研究（①）は、多様で柔軟な働

き方の実現に向けた方策等を調査研究するもの

であり、来年度調査実施のための検討を行い、

プリテスト等を実施し、意識・実態を把握する

ためのデータを得ている点は評価できる。 

女子大学生キャリア形成セミナー(②)は、将

来、社会や組織を支える女性リーダー育成のた

め若年層を対象にこれまで実施した調査研究の

成果やプログラム開発を活用した研修であり、

男女共同参画の更なる推進が期待できる研修で

あり評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

＜主要な業務実績＞ 

①若年男女のキャリア形成に関する意識

及び支援に関する調査研究 

生涯を見据えた早期からのキャリア形

成支援を、男女共同参画の視点に立って行

うための方策を探ることを目的とした調

査研究を実施する。平成 26 年度は、若者

を対象とした平成 27 年度から実施する第

１回パネル調査の質問項目について検討

した。 
「プリテスト」（対象 99名）及び「内定

を持つ女子大学生グループインタビュー」

（対象 14 名）を実施した。大卒以上の民

間・正規職に就く男女入社 1年目を対象に

実施したプリテストでは、男女の意識に優

位な差が見られた。 

「若年男女のキャリア形成に関する意

識及び支援に関する調査研究」第 4回検討

委員会にて、「プリテスト」及び「内定を

持つ女子大学生グループインタビュー」の

結果を報告した。 

 

②女子大学生キャリア形成セミナー 

平成 27 年 2 月 21 日(土)～22 日(日) 

1 泊 2日 

 参加者数 19名(定員 30名) 

会場：国立女性教育会館 

「キャリアを考えることは、人生を考え

ること」を主題に、講義による現状と課題

把握を踏まえ、ロールモデルによるパネル

ディスカッションから、企業等で働く女性

の現状や課題、女性の人生設計に関わる

様々な出来事について学ぶとともに、グル

ープワークにより自分自身のキャリアプ



16 
 

た調査研究・研修

を行う観点から、

地域での活用状

況等も踏まえ、期

間を定めて計画

的に調査研究・研

修内容を見直す

ものとし、研修の

実施に当たって

は、研修の趣旨に

応じて対象者等

を厳選する。 

するプラスの評

価を得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）喫緊の課題

を担当する指導

者に対する先駆

的研修の実施 

① 男 女 共 同 参

画・女性教育・家

庭教育に関する

喫緊の課題を担

当する指導者を

対象として、同課

題に係る先駆的

で参加型の実践

的研修を一定の

時限を設けて実

施する。なお、研

修の実施に当た

っては、研修の趣

旨に応じて研修

の対象者等を厳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）喫緊の課題

を担当する指導

者に対する先駆

的研修 

  

①女性関連施設

相談員研修 

・女性のエンパワ

ーメント支援を

目指し、複雑・多

様化する女性の

悩みに適切に対

応できる相談業

務の質の向上を

図るため、女性に

対する暴力や女

性の貧困など、喫

緊の課題解決に

必要な知識・技能

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）喫緊の課題を担

当する指導者に対する

先駆的研修 

＜その他の指標＞ 

内容評価＜参加者の８

５％以上からプラス評

価を得られたか＞ 

・影響評価＜回答者の

８０％以上からプラス

評価を得られたか＞ 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

・男女共同参画に関す

る喫緊の課題をテーマ

に据えた研修をプログ

ラム開発の視点から行

っているか。 

ランを考え、参加者同士で共有した。 

参加者の内容評価：満足度 100.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

①女性関連施設相談員研修 

相談員として必要な知識の習得や相談

技能の向上を図るため、講義とワークショ

ップを交え、参加者が主体的に学習できる

ようなプログラムの工夫を行った。女性関

連施設における相談業務の意義や配偶者

からの暴力の現状についての理解、スーパ

ービジョンの技法を取り入れた相談技能

の習得などの内容を盛り込んだ研修を実

施した。 

平成 27 年 2 月 4 日(水)～6 日(金) 

2 泊 3日 

参加者数：81名（定員 80 名） 

会場：国立女性教育会館 

参加者の内容評価：満足度 96.2％ 

有用度 99.0％ 

 

②女子中高生夏の学校 2014 ～科学・技

識及び支援に関する調査研究」は、最終年

である次年度は、調査結果をふまえて報告

書を作成する。さらに会館ホームページ上

に公開するとともに、会館リポジトリを通

じて、研究成果を発信する予定である。会

館が有するネットワークを通じて、全国の

企業・大学に研究成果をフィードバック

し、会館が実施する大学や企業を対象とす

る各種研修プログラムやキャリア教育プ

ログラムの企画・実施にも研究成果を生か

す。 

 「女子大学生キャリアセミナー」これま

で会館が実施した調査研究の成果やプロ

グラム開発の実績を活用し、若年層へアプ

ローチする研修である。参加者一人一人の

将来やキャリア形成に対する意識は非常

に高く、各プログラムに意欲的に取り組む

姿が見られた。また、参加者同士のネット

ワークづくりも円滑に行われ、今後の横の

つながりによって本事業の発展が期待で

きる。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

「女性関連施設相談員研修」は、3日間

のプログラムを通して、複雑・多様化する

女性の悩みに対応可能な相談業務の質の

向上を図ることができた。相談技術そのも

のの向上のほか、相談業務に役立つ最新情

報を提供したことで、男女共同参画の視点

からの相談事業に対する理解と今後の支

援の展開について機会を提供できた。高度

な守秘義務を伴う業務に就く相談員にと

って、全国的な規模で同じ立場の者同士が

集まり、共に学び語り合える本研修は非常

に貴重な機会であると思われる。以上から

本プログラムは適切なものであり、ねらい

を十分に達成できたと考えられる。したが

って、実施状況は順調である。 

 

「女子中高生夏の学校」は、平成 17 年

若年男女のキャリア形成に関する意識及び支援

に関する調査研究（①）は、今年度得たデータ

等により適切かつ効率的に調査を実施し、調査

結果については有効活用のための方策の検討を

行うことが期待される。 

女子大学生キャリア形成セミナー(②)は、参

加者が少なかったことを踏まえ、関係機関との

連携や広報等について、更に工夫・充実してい

く必要がある 

 

＜その他事項＞ 

ワーキングチーム有識者委員からの主なコメン

トは、以下のとおり。 

・キャリア形成セミナーは意義のあるものとは

思うが、参加人数も限られ、この波及効果をど

うするかを目標として検討してほしい。仮にキ

ャリア教育プログラムを大学と連携するという

計画であれば、どのように大学と連携したかと

いうプロセスについても評価指標として加える

べきではないか。 

 

 

(2)評定：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 女性関連施設相談員研修（①）は、配偶者か

らの暴力被害、若年女性の貧困、災害とジェン

ダーなど喫緊の課題に対応した先駆的な研修で

ある。 

 複雑・多様化する女性の悩みに対応可能な相

談業務の質の向上を図るため、最新情報の提供、

関係機関との連携の方策と重要性、事例検討、

技能の向上と相談事業への反映が期待できる点

は評価できる。 

 

女子中高生夏の学校(②)は、科学技術立国の

創造に向け、日本の女性研究者・技術者の厳し

い現状の改善という喫緊の課題に対応した先駆

的な研修である。参加学校数も増え、参加者の

満足度、有用度が高く、評価できる。 

 

教育・学習プログラム実施に関する支援(③)
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選する。 

②研修実施に当

たり、参加者の８

５％以上からプ

ラスの評価を得

る。 

③研修効果の普

及状況を的確に

把握するため、事

後に実施するフ

ォローアップ調

査の回収率を高

めるとともに、研

修成果の活用に

ついて回答者の

８０％以上から

プラス評価を得

る。 

④フォローアッ

プ調査の充実を

図り、研修の成果

を的確に把握す

ることにより、研

修内容を見直す。 

⑤地方公共団体

等が同課題に関

する研修等を独

自に企画・実施す

る力を育成する

ため、地域の女性

関連施設等と協

働して、地域の実

情に応じた学習

プログラムを開

発し、それに基づ

いたモデル的研

修を実施する。 

習得のための、専

門的・実践的な研

修を行う。 

・研修実施にあた

り、参加者の８

５％以上からの

プラス評価を得

る。 

 

②行政や関係機

関と連携した喫

緊の課題に対応

した研修・社会が

抱える様々な喫

緊の課題を解決

するために、行政

や関係機関等が

実施する研修に

ついて、これまで

会館が実施して

きた研修の経験

や女性教育、男女

共同参画等に関

する専門的知識

を活かし、連携し

て実施する。 

・平成２６年度

は、科学技術振興

機構の委託を受

け、女子中高生に

理系進路選択の

魅力を伝えるこ

とを目的として

「女子中高生夏

の学校２０１４

～科学・技術・人

との出会い～」を

実施する。研修実

施にあたり、参加

者の８５％以上

からのプラス評

・開発したプログラム

の実施に関し、他組織

と連携しているか。 

・また、開発成果を他

の研修に活かすなど、

最大限に活用している

か。 

 

術・人との出会い～ 

女子中高生に対して科学技術分野に対

する興味・関心を喚起するとともに、具体

的なロールモデルを示し、科学技術分野の

職業への理解及び進学意欲の向上を図る

ことを目的として実施した。 

平成 26 年 8 月 7 日(木)～9 日(土) 

2 泊 3日 

 参加者数：112 名（定員 100 名） 

会場：国立女性教育会館 

＜女子中高生＞ 

満足度 98.0％  有用度 93.7％ 

＜保護者＞ 

満足度 100.0％  有用度 96.4％ 

＜教員＞ 

満足度 100.0％  有用度 93.1％ 

 

③教育・学習プログラム実施に関する支援 

 ◎埼玉大学との連携事業（5年目） 

  同様の授業を前後期に実施、2単位、  

  全 15 回 

  受講学生：前期 11 名、 

       後期 21 名（うち男性 11 名） 

テーマ：「男女共同参画社会の実現を目指

して」。全 15 回授業のうち 2回を会館が担

当。理事長による講義と専門職員によるＷ

ｉｎｅｔを活用した情報収集についての

パソコン実習。 

  

 ◎埼玉県私立短期大学協会との連携授業

（5年目） 

平成 26 年 9 月 16 日(月)～18 日(水) 

2 泊 3日 

受講学生：4大学より 39名 

前期 2単位 

  会場：国立女性教育会館 

テーマは「これからの人生を考えてみよ

う」。男女共同参画や女性の就労継続の意義

などについて、講義、ジェンダー統計、キ

ャリアトーク等を通じて学び、今後の人生

設計を組む力量形成を目指した。 

度以来、10 回目の開催となるが、企画委

員をはじめとする人的な部分も含め、過去

の研修成果とともに、これまでの継続によ

るノウハウの積み上げを生かした充実し

た内容となった。すでに理系を目指すこと

を決めている女子中高生だけでなく、進路

を理系にするか文系にするか迷っている

女子中高生にも、実験・実習や学生企画な

どを通じて理系の進路選択の魅力を伝え

られる内容とした結果、そうした参加者か

らも有用度において高い評価を得ている。

また、前回に引き続き関係者によるロール

モデル集を作成し、配付する予定だが、今

回は 39 名の執筆者によるものとなり、参

加者である女子中高生が理系の大学に進

み学生ＴＡとなり、その経験を基に学生企

画委員として関わり、さらに女性研究者・

技術者や教員等になって企画委員として

企画、運営に参画していく、といった活動

キャリアを上げていくつながりを充実さ

せるものとなっている。これまでの実施を

通じ、プログラムは充実したものとなって

おり、ＪＳＴで同事業を受託する他機関に

対しても、理系進路支援の在り方の一つの

モデルを示すことに成功している。 

「教育・学習プログラムの実施」は、会

館がこれまで開発・実施した学習プログラ

ムを活用し、女性関連施設や大学と連携し

た事業を着実に実施している。連携先から

の評価が高いことの証として、平成 27 年

度も継続して連携事業を実施したいとの

依頼を受けている。また、埼玉大学や埼玉

県私立短期大学協会と実施してきた事業

を踏まえて４年制大学の女子大学生を対

象としたキャリア形成セミナープログラ

ムを開発するなど、積極的な事業展開を図

っている。 

 

＜課題と対応＞ 

女性関連施設相談員研修では、相談技術

の向上、最新情報の提供、参加者同士の情

については、大学・学校・企業・官公庁等の管

理職・人事担当者や学生等を対象に効果的な教

育・学習を支援するプログラム開発や講師紹介

等を行っており、連携先からの評価が高く、女

子大学生を対象としたキャリア形成セミナープ

ログラムを開発するなど、積極的な事業展開は

評価できる。 

試行的に実施した「学習オーガナイザー養成

研修」は、定員以上の応募があり参加者の満足

度も高く評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

女性関連施設相談員研修（①）は、相談員の

雇用状況を勘案の上、研修成果を業務に反映さ
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価を得る。 

 

③教育・学習プロ

グラム実施に関

する支援 

・研修プログラム

の内容や調査研

究の成果を、ホー

ムページなどを

通じて広く公開

し、男女共同参画

に関する事業を

実施する関係機

関等の参考に資

する。 

・男女共同参画を

テーマとした研

修等を実施する

女性センターへ

の支援として、講

師紹介・派遣など

のサービスを一

部地域を対象に

試行的に実施す

る。 

また、男女共同参

画人材情報デー

タベースの掲載

情報を充実させ

る。 

参加者の内容評価：満足度 100.0％ 

 

◎学習オーガナーザー養成研修 

「男女共同参加の視点をもったキャリ

ア開発」についての講義、会館が開発した

プログラムデザインの解説、ジェンダー統

計、評価のあり方、グループワークの進め

方など、これまで会館に蓄積された知見や

ノウハウを存分に盛り込んだ研修を実施。

男女共同参画をテーマとした学習プログ

ラムの企画実績を持つ者を対象とし、知

見・技能のブラッシュアップを図る。 

平成 26 年 1 月 14 日(水)～16 日(金) 

 2 泊 3 日 

 参加者数：34 名（定員 30 名） 

会場：国立女性教育会館 

参加者の内容評価：満足度 100.0％ 

有用度 100.0％ 

 

◎主催事業の一部動画配信 

 「男女共同参画リーダー研修」「ＮＷＥ

Ｃ国際シンポジウム」など主催事業の基調

講演や講義について、講師の了解がとれた

一部を、ホームページにて動画配信を行

い、主催事業に参加できなかった者におい

ても学習できるように試行的に実施した。 

 

報交換・ネットワーク作りなど、参加者が

本研修に求めるニーズは幅広である。また

参加者の雇用形態の多くは非常勤であり、

２月の研修実施では、本研修で得られた成

果が十分に発揮されないまま、その年度末

で退職となる場合も多いことが予想され

る。 

今後参加者が研修成果を持ち帰って業

務に反映させるなどの波及効果をさらに

高めるために、実施時期を上半期に変更す

るなどの工夫が必要である。 

女子中高生夏の学校では、プログラムの

充実に伴い、事務量も増えている。開催中

の事務局の設置、寄附金の取り扱いをはじ

めとする事務業務の工夫と効率化を進め

る必要がある。パソコン、プリンターなど

必要な事務機器を用意し、事業開催中は研

修棟中会議室を事務局化する。また、寄附

金の募集等については、企画委員会の中に

専門委員会を立ち上げる。 

動画配信については、コンテンツの地道

に積み上げつつ、将来的にある程度数がそ

ろった段階で、ホームページにおける学習

教材としての整理を行う必要がある。 

 ２６年度に試行的に実施した「学習オー

ガナイザー養成研修」については、初年度

だったにもかかわらず定員を超える応募

が得られ、満足度も高かったが、一方で講

義内容の難易度が高いといった感想もあ

った。専門人材を対象とした研修ではある

が、今後、内容をより砕いて伝えられるよ

う、プログラムの開発を進めていきたい。 

 

せるための波及効果を更に高めるため、開催時

期を年度末から上半期に変更する等の工夫を行

うことが必要である。 

女子中高生夏の学校(②)は、参加学校数も増

え、参加者の満足度、有用度も高いが、教員等

も対象としているところが、特徴的でもあり、

この点についての充実も期待される。 

 また、この研修効果を普及するためＨＰ等の

提供の仕方も含め広く活用を図るための手段を

検討する必要がある。 

試行的に実施した「学習オーガナイザー養成

研修」は、定員以上の応募があり参加者の満足

度も高かったが、一方で講義内容の難易度が高

いという声があることから、内容をより砕いて

伝えられるような専門人材を対象としたプログ

ラム開発が求められる。 

 

 

＜その他事項＞ 

ワーキングチーム有識者委員からの主なコメン

トは、以下のとおり。 

・動画配信は積極的に進めていただきたい。 

 

 

 

 

 

 
４．その他参考情報 

特になし。  
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－３ 男女共同参画・女性教育・家庭教育に関する調査研究の成果や資料・情報の提供等 

当該事業実施に 

係る根拠 

・国立女性教育会館法第３条、第１１条第

５号、第６号 

・第３次男女共同参画基本計画第１１分

野・推進体制 

・「国立女性教育会館における政策実施機能

を強化するための関係府省と連携しての運

営・組織体制の在り方について」（平成 26

年 12 月 26 日文部科学省） 

業務に関連する

政策・施策 

政策目標１ 生涯学習の実現 

施策目標１－２ 生涯を通じた学習機会の

拡大 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

事前分析表（平成 26 年度）26－1－2 

行政事業レビューシート番号 0016 

当該項目の重要度、

優先度、難易度 

優先度：「高」「国立女性教育会館における政策実施機能を強化するための関係府省と連携しての運営・組織体制の在り方について」（平成 26 年 12 月 26 日文部科学省）において、「関

係府省や全国的な組織の施策、事業、調査研究等の情報を幅広く、かつ一元的に、わかりやすく提供していく」ことが求められており、広く男女共同参画や女性の活躍促進

に関する情報発信を行うことは、我が国の最重要課題である男女共同参画社会の実現及び日本再興戦略にある女性の活躍促進の実現に資する事業であるため 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目標

期間最終年

度値 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度  

 

 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

「男女共同参

画統計ニュー

スレター」の

配信先 

計画値 中期目標期間中

に 2,000 件以上 
－ 

1,500 件 

以上 

1,600 件

以上 

1,700 件

以上 

1,800 件

以上 

 
 決算額（千円） 

 76,424

の内数 

69,208 

の内数 

46,594 

の内数 

52,752 

の内数 
 

実績値 － 1,352 件 1,508 件 1,601 件 1,696 件 1,801 件   従事人員数（人） 5 5 5 5  

達成度 － － 100.5％ 100.1％ 99.8％ 100.1％   

 

データベー

ス化件数 

計画値 
中期目標期間中に

累計 60 万件以上 
－ 

52 万件以

上 
54 万件以

上 
56 万件以

上 
58 万件以

上 
  

実績値 － 518,583 件 545,671 件 573,394 件 601,634 件 637,770 件   

達成度 － － 104.9％ 106.2％ 107.4％ 110.0％   

アクセス数 

計画値 
中期目標期間中

に 30 万件以上 
－ 

26 万件以

上 

27 万件以

上 

28 万件以

上 

30 万件以

上 

 
 

実績値 － 261,870 件 273,456 件 285,985 件 367,306 件 361,721 件   

達成度 － － 105.2％ 105.9％ 131.2％ 120.6％   

図書の貸し

出し実施状

況 

計画値 
中期目標期間中

に 20 機関以上 
－ 

４機関以上 ４機関以上 ４機関以上 ４機関以上 
  

実績値 － 11 機関 17 機関 6 機関 31 機関 34 機関   

達成度 － － 425.0％ 150.0％ 775.0% 850.0%   
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収集・デジタ

ル化した女

性関係史・資

料点数 

計画値 
中期目標期間中

に 5,000 点以上 
－ 

1,000 点

以上 

1,000 点

以上 

1,000 点

以上 

1,000 点

以上 
  

 

実績値 － 862 点 1,068 点 1,256 点 1,079 点 1,081 点   

達成度 － － 106.8％ 125.6％ 107.9％ 108.1％   

展示室への

入室件数 

計画値 

中期目標期間中

に累計50,000件

以上 

－ 

8,000 件

以上 
17,000 件

以上 
27,000 件

以上 
38,000 件 

以上   

実績値 － 8,784 件 11,276 件 21,893 件 32,689 件 40,774 件   

達成度 － － 141.0％ 128.8％ 121.1％ 107.3％   

女性アーカイ

ブの基本知識

を伝える学習

の場の提供 

計画値 
中期目標期間

中に100名以上 
－ 

20 名以上 20 名以上 20 名以上 20 名以上 
  

実績値 － 37 名 39 名 44 名 41 名 37 名   

達成度 － － 177.3％ 220.0％ 205.0％ 185.0％   

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画

及び女性教育を

推進するための

情報拠点として、

男女共同参画・女

性教育・家庭教育

に係る統計等に

関する調査研究

等を行い、その成

果をインターネ

ット等を通じて

全国に普及する。 

また、構築した

ポータルとデー

タベースについ

て、地方公共団体

等が関連の事業

を企画・実施する

際に活用しやす

いよう、利便性を

向上させるとと

もに、所蔵する図

書を女性関連施

（１）地域の機関

で活用しうる男

女共同参画・女性

教育・家庭教育に

関する基礎的な

研究の成果の提

供 

① 男 女 共 同 参

画・女性教育・家

庭教育に係る統

計等に関する調

査研究を行い、３

年ごとに「男女共

同参画統計デー

タブック」、毎年

「統計リーフレ

ット」を刊行す 

る。さらに、男女

共同参画統計を

理解するための

研修資料を対象

別に作成する。 

②統計調査の成

（１）地域の機関で

活用しうる男女共同

参画・女性教育・家

庭教育に関する基礎

的な研究の成果の提

供 

①男女共同参画統計

に関する調査研究 

・平成２３年度に作

成した『男女共同参

画統計データブック

２０１２』のデータ

を更   新すると

ともに新たな課題に

対応するデータを収

集し、『男女共同参画

統計データブック２

０１５』を作成する。 

・統計調査の成果等

を提供する「男女共

同参画統計ニュース

レター」の配信先を

１，８００件まで拡

(１）地域の機関で活用

しうる男女共同参画・

女性教育・家庭教育に

関する基礎的な研究の

成果の提供 

＜主な定量的指標＞ 

・「統計リーフレット」

の刊行 

・男女共同参画統計を

理解するための研修資

料の対象別作成実績 

・「男女共同参画統計

ニュースレター」の配

信先拡充 

 

＜その他の指標＞ 

・調査研究成果の普及 

 

 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成２６年度業務実績報告書 

Ｐ３０～４５ 

 

＜主要な業務実績＞ 

①男女共同参画統計に関する調査研究  

・統計データブック作成 

・統計リーフレット作成 

・対象別研修資料（女性関連施設担当者、

行政担当者、大学等の教職員、会館利用者） 

 

＜男女共同参画統計ニュースレター＞ 

・目標値 1,800 件以上 

・配信先件数 1,801 件 

 

②調査研究成果の普及 

・女性関連施設・地方公共団体・団体リー

ダーのための男女共同参画推進研修（有用

度 89.2％） 

・大学等における男女共同参画推進セミナ

ー（有用度 98.5%） 

・女子大学生キャリア形成セミナー（満足

度 94.0%） 

＜自己評価書参照箇所＞ 

平成２６年度業務実績に対する 

自己評価書Ｐ３０～４５ 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

「男女共同参画統計に関する調査研究」

は、昨年度はニュースレターの配信は目標

値に少し届かなかったが、今年度は目標値

に達した。また、データブックを活用した

講義やワークショップについては、女性関

連施設関係者、行政担当者、教員、企業関

係者、学生など様々な対象に実施し、男女

共同参画統計データの普及に努めた。中期

計画に沿って計画的に進めており、ニュー

スレターの配信数も目標値に達している。 

「調査研究成果の普及」は、年度計画ど

おりに実施されており、当初、会館刊行予

定であったガイドブックを、出版社を通じ

ての市販に変更し、より広く調査研究成果

を普及した。 

 また、初めての試みとして、Ｗｅｂによ

るアンケート調査(プリテスト)を行うな

評定：Ｂ 

男女共同参画・女性教育・家庭教育に関する調

査研究の成果や資料・情報の提供等については、

全体として所期の目標を達成していると認めら

れるため、評定は Bとした。 

 

(1)評定：B 

＜評定に至った理由＞ 

 会館の行う事業の柱となる情報関連事業の充

実が図られ、利用者の利便性向上につながって

いる点が評価できる。 

統計データについては、会館主催事業や男女

共同参画センターや行政機関等で企画されてい

る研修事業等で活用されており、また、企業を

成長に導く女性活躍推進セミナーで活用した際

の評価も高い。 

 また、昨年度目標を達成できなかった「男女

共同参画統計ニュースレター」については、講

師や委員等への新規配信先増を行い、今年度は

目標を達成している点は評価できる。 
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設や大学等に貸

し出すことで学

習者への支援を

行う。 

さらに、顕著な業

績を残した女性

や女性施策等に

関する記録の収

集・提供等を行う

女性アーカイブ

を充実し、実務者

を対象とした専

門的な研修を実

施するなど、成果

を全国的に還元

する。 

なお、調査研究

等の成果を効果

的に還元する観

点から、利用状況

を的確に把握し、

事業に反映させ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

果を提供する「男

女共同参画統計

ニュースレター」

の配信先を中期

目標期間中に２

千件まで拡充し、

成果を普及する。 

③基幹的指導者

の資質・能力の向

上及び喫緊の課

題をテーマとし

て実施した調査

研究の成果につ

いて、ホームペー

ジや地域共同リ

ポジトリ等を通

じて普及する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

充する。 

②調査研究成果の普

及 

・基幹的指導者の資

質・能力の向上及び

喫緊の課題をテーマ

として実施した調査

研の成果について、

ホームページやリポ

ジトリ等を通じて普

及する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・研修資料等作成の視

点＜利用者のニーズに

沿ったものか＞ 

・調査研究の成果として報告書や冊子を作

成し、市販又は会館ホームページに掲載

し、自由にダウンロードできるようにして

いる。 
 
＜会館が作成した調査研究の報告書等＞ 

・資料件数 ４件 

◎「実践ガイドブック大学における男 

女共同参画の推進」平成２６年度大学等 

における男女共同参画に関する調査研究） 

出版社より販売。450 部購入し、主として

国立大学、調査協力大学等に配布 

◎ＮＷＥＣ実践研究 第５号「大学におけ

る男女共同参画の推進」 

 800 部印刷し、主として女性/男女共同参

画センター等に配付 

◎２０１４ＮＷＥＣリーダーセミナーレ

ポート「デジタル時代におけるジェンダー

とＩＣＴ」（平成 26 年度アジア太平洋地域

における男女共同参画推進官・リーダーセ

ミナー） 

 日本語版･英語版 各 300 部印刷、主とし

てリーダーセミナー研修生、推薦者・機関

等に配付。 

◎女性研究者支援のためのシステムの構

築と政策提言のための研究－日中韓の比

較から－（科学研究費助成事業・基盤研究

Ｃ：女性研究者支援のためのシステムの構

築と政策提言のための研究－日中韓の比

較から－） 

150 部印刷し、主として連携研究者、研

究協力者等に配布。 

       

・「NWEC 実践研究」の論文を国立女性教育

会館リポジトリ・ホームページへの掲載。 

・会館が実施する事業や学会等において報

告を行っている。 

 

・会館主催事業で男女共同参画統計データ

を活用した講義やワークショップを実施

した。そのほか、男女共同参画センターや

ど、今後の調査研究実施において、人的・

時間的効率を図る取組を行った。 

 各調査研究において、報告書やガイドブ

ックの作成、Ｗｅｂサイトの開設・運営・

保守等、年度計画どおりに実施されてお

り、併せて、会館ホームページや会館リポ

ジトリ等によりダウンロードできる形で

掲載した。また、主催事業にて調査報告を

行い、すべてにおいて高い評価を得るな

ど、男女共同参画の普及に努めた。 

 

＜課題と対応＞ 

「男女共同参画統計に関する調査研究」

は、毎年出される統計データも数多くある

ことから、３年ごとのデータブックの作成

では最新のデータ提供に対応することが

難しい。そこで新しいデータを迅速に更新

できるホームページ上のデータ提供を検

討することが必要である。 

「調査研究成果の普及」は、来年度も継

続する調査研究においては、ナショナルセ

ンターとして引き続き女性/男女共同参画

センターや自治体等と連携して事業や報

告、講義等を行い調査研究成果の普及に努

めるとともに、Ｗｅｂサイトを随時更新す

る。新規の調査研究においては、女性のキ

ャリア支援に関し、放送大学等との連携に

より教材を作成するなど、教育機関、女性

関連施設等が活用しやすい情報の収集・共

有・発信にも努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

今後も情報収集、更新方法等の検討を行い、

最新の情報が幅広く入手できるよう内容の充実

を図り、わかりやすく整理して提供することが

必要である。 

 

＜その他事項＞ 

ワーキングチーム有識者委員からの主なコメン

トは、以下のとおり。 

・放送大学との連携など、今後も他機関との連

携を通じて、事業の波及効果を大きなものにし

ていただきたい。評価指標もひとつひとつの事

業の参加者だけの有用度のアンケートだけでは

なく、事業の波及効果を図れるようなチャレン

ジングな目標設定を行うよう期待したい。 
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（２）全国的な資

料・情報の収集、

利用しやすいポ

ータルとデータ

ベースの構築、資

料等の提供 

①男女共同参画

及び女性・家庭・

家族に関する図

書・雑誌・地方行

政 資 料 等 を 収

集・整理し、文献

情報データベー

スを通じて迅速

に目録情報を公

開・提供する。 

②特に、全国の女

性関連施設等の

有する女性教育

に関するプログ

ラムなど、地域レ

ベルでは収集困

難な広域的・専門

的な国内外の資

料・情報の収集に

重点化を図り、ポ

ータルとデータ

ベースの利便性

を向上し提供す

る。 

③中期目標期間

中に、データベー

ス化件数につい

ては累計６０万

件以上、アクセス

件数については

年間３０万件以

上を達成する。 

 

 

 

（２）全国的な資

料・情報の収集、利

用しやすいポータル

とデータベースの構

築、資料等の提供 

①情報資料の収集・

整理・提供（大学・

企業関係資料の充

実） 

・男女共同参画及び

女性・家庭・家族に

関する専門図書につ

いて、地域レベルで

は収拾困難な広域

的、専門的な資料を

収集するとともに、

レファレンスサービ

ス、文献複写サービ

ス、図書資料の展示

などによる情報提供

を行う。 

・引き続き大学の男

女共同参画推進部署

が発行する資料の収

集に力を入れるとと

もに、企業の男女共

同参画推進部署が発

行する資料の収集を

開始する。 

・研修受講者への学

習支援を強化するた

め、研修テーマに沿

った資料リストを女

性情報ポータル（Ｗ

ｉｎｅｔ）に掲載す

るなど情報提供を充

実させる。 

 

 

 

 

（２）全国的な資料・

情報の収集、利用しや

すいポータルとデータ

ベースの構築、資料等

の提供 

＜主な定量的指標＞ 

・データベース化進捗

状況＜期間累計６０万

件以上＞ 

・アクセス件数＜期間

中３０万件以上：達成

次年度から項目削除＞ 

・情報センター所蔵図

書の貸出状況＜期間累

計２０箇所以上＞ 

 

 

 

 

 

 

＜その他の指標＞ 

・資料・情報の収集と

提供状況 

・収集資料・情報の適

切性＜地域レベルでは

収集困難な内容への重

点化＞ 

・ポータルとデータベ

ースの利便性向上への

取組 

 

 

＜評価の視点＞ 

目標数値を毎年達成。

収集困難な資料等を全

国から継続して収集。 

 

行政機関等が企画する研修事業等で講義

やワークショップを実施した。 

 

＜主要な業務実績＞ 

②女性情報ポータル及びデータベースの

整備充実 

・データベース化件数 637,770 件 

・アクセス件数 361,721 件 

 

③図書のパッケージ貸出 

・パッケージ貸出件数 34 機関 

・パッケージ冊数 7,339 件 

平成26年度までの累計利用機関数は66

機関であり、第３期中期目標期間数値目標

（20機関以上）を達成した。 

平成26年度は34機関の利用があり、77

回、7,339冊と、貸出機関、貸出回数は前

年度（31機関、75回、7,989冊）より増加

した。特に、高等専門学校図書館への貸出

をシステム的に開始し、大学生や社会人の

みならず、より若年層への男女共同参画の

ための情報や知識の提供を実現した。 

 

①情報資料の収集・整理・提供（中央省庁・

大学・企業関係資料の充実）  

＜収集資料統計＞ 

・図書資料 ２，３５７件 

・新聞切り抜き ２２，６５７件 

・資料等利用者数（人） ９，３８４人 

 

＜収集資料＞ 

平成２６年度は、特に中央省庁、企業、大

学等の女性活躍やダイバーシティ推進に

資する資料の収集を継続して行い受け入

れた。また大学の刊行する男女共同参画に

関するニュースレター等も全国を網羅す

るよう努めた。これらは、女性教育情報セ

ンターに受け入れ、広く一般の利用に供し

ている。 

 

・地域でも流通網に乗らず収集し難い資料に

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

「情報資料の収集・整理・提供」は、地域

レベルでは収集困難な広域的・専門的な国

内外の資料・情報の収集、提供に着実に取

り組んでいる。 

資料の収集は着実に取組まれており、リ

ポジトリの充実により文献複写サービス

の利用は減少しているが、パッケージ貸出

等で資料の利活用が図られている。 

「女性情報ポータル及びデータベース

の整備充実」は、平成 26 年度のアクセス

件数は、中期計画期間中の目標 30 万件を

上回り、情報更新の一層の見える化、情報

発信力の拡充を図った成果が出ている。デ

ータベース化件数も 637 ,770 件と中期計

画の目標値 60万件以上を達成した。 

図書パッケージ貸出サービスでは、利用

機関の大幅な拡大を実現し、男女共同参画

の促進のための学習支援に貢献した。ま

た、遠隔地への図書の貸出しを通じて、女

性教育情報センターが収集した専門的な

資料を全国で活用できる図書サービスの

拡大、館種を超えた図書館の連携ネットワ

ークへの発展性が高く評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

「情報資料の収集・整理・提供」では、 

企業の女性活躍やダイバーシティ担当部

署が発行する資料の収集は、内部資料等が

多く困難なため、ダイバーシティ推進に資

する資料全般を重点的に収集することと

し、中央省庁・高等教育機関・研究機関・

地方自治体等、収集の対象を広げ、目配り

をしたい。 

「女性情報ポータル及びデータベース

の整備充実」は、ポータルのコンテンツの

一つ「女性情報ナビゲーション」は平成１

 

 

 

(2)評定：B 

＜評定に至った理由＞ 

全国的な関連資料の情報の収集はナショナル

センターとして必要な役割であり、また国民へ

の情報提供は重要な任務である。資料及びデー

タベースは適切に作成されており、様々な創意

工夫の努力がみられ、評価できる。 

 データベース化件数が60万件に達したことに

加え、利用者視点に立って工夫を重ねている点

を大いに評価する。 

 充実したデータベースがあるからこそ、アク

セス件数の年間目標 30万件を約 6万 1千件上回

る実績をあげている。 

 図書のパッケージ貸出実績についても、会館

の持つネットワークを生かしながらニーズの掘

り起こしが行われ、大きく目標を上回っている。 

 

＜今後の課題＞ 

利用者ニーズに沿う情報事業の充実、特に GGI

データの分析などデータの充実に努めるととも

に、企政府や高等教育機関等の動向についての

情報も収集する取組についても、検討すること

が期待される。 

 

＜その他事項＞ 

ワーキングチーム有識者委員からの主なコメン

トは、以下のとおり。 

・ポータルサイトの整備充実については今後も

利便性向上と、情報発信に努めてほしい。 
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④情報センター

が所蔵する図書

を、男女共同参画

社会の形成に関

するテーマごと

にパッケージ化

し、中期目標期間

中に累計２０箇

所以上の女性関

連施設や大学等

に貸し出すこと

で学習者への支

援を行う。 

 

 

 

 

 

 

（３）女性アーカ

イブ機能の充実 

①男女共同参画

社会の形成に顕

著な業績を残し

た女性に関する

アーカイブを充

実し、女性に関す

る史・資料を中期

目標期間中に新

たに５千点以上

収集する。収集し

た史・資料は計画

的に整理し、デジ

タル加工を施す

などにより、イン

ターネット等で

提供する。 

また、中期目標期

間中に展示室へ

の入室件数につ

いて累計５万件

②女性情報ポータル

及びデータベースの

整備充実 

・女性ポータルのア

クセスについて、年

間３０万件以上を達

成する。 

③図書のパッケージ

貸出 

・各施設における男

女共同参画事業を支

援するため、テーマ

毎にパッケージ化し

た図書の貸出を引き

続き実施するととも

に、新たに高等専門

学校への貸出を開始

する。 

 

（３）女性アーカイ

ブ機能の充実 

①女性アーカイブ機

能の充実 

・歴史的価値、研究

資料的価値を有する

女性関連史・資料を

１千点以上収集・整

理し、女性アーカイ

ブシステム及び女性

デジタルアーカイブ

システム、展示を通

じて利用に供すると

ともに、インターネ

ットを通じて広く一

般に公開する。 

・災害復興支援に各

地の女性センターが

果たした実績（活動

記録）を女性アーカ

イブとして残し、公

開する事業「災害復

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）アーカイブ機能

の充実 

＜主な定量的指標＞ 

・資料の収集・デジタ

ル化＜年度目標 1 千点

以上＞ 

・展示室利用＜平成２

６年度までの累計目標

３万８千件以上＞ 

・女性アーカイブ企画

展における他機関との

連携状況＜期間中に５

機関以上＞ 

・女性アーカイブ実務

者への学習支援状況＜

年度目標２０名以上＞ 

 

 

 

 

 

 

ついて、ネットワークを利用して収集・所蔵し

た。 

 

②女性情報ポータル及びデータベースの

整備充実 

・適宜見直しを行い、操作性の向上を図っ

た。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

①女性アーカイブ機能の充実 

・デジタル化した史・資料 1,081 点 

・展示室への入室研修 8,044 件 

・企画展における連携機関数 7 機関 

 

②女性情報アーキビスト養成研修 

＜基礎コース＞ 

・参加者数 27 人（定員 30 人） 

・満足度 100.0％ 有用度 98.7％ 

＜実技コース＞ 

・参加者数 10 人（定員 10 人） 

・満足度 100.0％ 有用度 100.0％ 

 

「女性情報アーキビスト養成研修（基礎コ

ース）」において情報交換会を実施し、全

員が自身の所属機関や担当業務等を紹介

する時間を設けた。過去の修了者間では、

有志が集まり男女共同参画推進フォーラ

ムに参加するなどの交流が続いている。 

 

 

８年４月に公開して以来、リンク先の追

加、修正、削除（サイトがなくなった場合）

を行ってきたが、全般的な見直しは行って

いない状態であった。平成２６年度はトッ

プページのリニューアルを行った。次年度

はサブカテゴリ、リンク先の見直しを行

い、最新の情報が幅広く入手できるよう内

容の充実を図り、わかりやすく整理して提

供する。 

「図書のパッケージ貸出」は、図書パッ

ケージ貸出業務の効率化と、今後の利用機

関の拡大へ対応するため、利用機関と連携

して業務の定型化を一層進める。 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

①女性アーカイブ機能の充実 

各取組を順調に進め、今年度の数値目標を

達成することができた。中期計画期間中の

目標値に向けて、展示室入場者数も昨年度

より若干増加させることができた。また、

展示、インターネットによる公開、パネル

等の貸出しといった様々な形で女性アー

カイブを活用し、他機関と連携しながら事

業の展開を図っている。 

女性に関する史・資料を平成 23 年度か

ら約 4,500 件収集し、中期目標期間中に

5,000 件以上収集するとの目標を達成し

つつある。収集した史・資料のインターネ

ットによる提供も継続中である。 

 展示室への入室件数も、平成23年度から

の累計が約4万件となり。中期目標である

累計5万件以上に近づいている。女性アー

カイブの企画展を5機関以上と連携して実

施する目標は毎年達成している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）評定：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

女性アーカイブを活用し、他機関と連携しな

がら事業の展開を図るなど今年度の目標を達成

している点は評価できる。 

女性情報アーキビスト養成研修を実施し、「基

礎コース」「実技コース」とも満足度・有用度が

非常に高く、また、過去の研修参加者を講師に

招いてアーカイブ実践の報告を行うなど事業の

新しい展開として認められる。 
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以上を達成する。 

②女性アーカイ

ブの企画展を中

期目標期間中に

５機関以上と連

携して実施する。 

③女性アーカイ

ブの保存・提供に

携わる実務者を

対象に、具体的な

保存技術や整理

方法の研修を実

施し、中期目標期

間中に女性アー

カイブの基本知

識を伝える学習

の場を１００名

以上に提供する

とともに、実務者

同士の情報交換

の場を提供する

ことでネットワ

ークづくりを推

進し、全国的に女

性関連史・資料の

保存のための基

盤作りを支援す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

興支援女性アーカイ

ブの構築」を、女性

センター等と連携・

協力して引き続き行

う。 

・展示室への入室に

ついて、累計３万８

千人以上を達成す

る。 

・女性アーカイブの

企画展を他機関と連

携して実施する。 

②女性情報アーキビ

スト養成研修 

・女性アーカイブの

保存技術や整理方法

を体系的に学ぶ最初

の一歩として、実務

者３０名以上を対象

に基礎情報を提供す

る「女性情報アーキ

ビスト養成研修（基

礎コース）」を実施す

る。 

 また、実務者同士

の情報交換の場を提

供することでネット

ワークづくりを推進

する。 

・基礎コースの修了

生１０名を対象に、

女性アーカイブの保

存や整理に必要とさ

れる基本的実技を学

ぶ「女性情報アーキ

ビスト養成研修（実

技コース）」を実施す

る。 

 

 

 

＜その他の指標＞ 

アーカイブ実務者同士

のネットワーク構築支

援状況 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

希少な史・資料の大規

模収集とデジタル化を

継続。展示室で現物を

公開。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②女性情報アーキビスト養成研修 

参加者アンケートでは、「基礎コース」

「実技コース」ともに全体の満足度・有用

度が９５％以上となり、研修内容を高く評

価された。質疑応答も活発に行われ、女性

アーカイブ担当者が現場で活かせる基礎

的な知識を得、疑問を解決するための機会

を提供できた。また、過去の研修参加者を

講師に招いてアーカイブ実践の報告を行

ったことは、事業の新しい展開として評価

できる。 

４年間で延べ172名が参加し、「中期目標

期間中に女性アーカイブの基本知識を伝

える学習の場を100名以上に提供する」と

いう目的はすでに達成した。また、実務者

同士の情報交換の場を提供することでネ

ットワークづくりを推進する役割も果た

した。 

 

＜課題と対応＞ 

①女性アーカイブ機能の充実 

引き続きNWECの持つネットワークを活か

して各機関と自発的に交渉し、「女性デジ

タルアーカイブシステム」と「NWEC災害復

興支援女性アーカイブ」の参加機関を増や

し、公開する資料を充実させていく。 

②女性情報アーキビスト養成研修 

参加者にとってより魅力的な研修となる

よう、プログラムの内容や全体の流れを見

直して改善を図る。基本となる内容を維持

しながらも、新しいテーマを取り入れる可

能性を探り、更に洗練したプログラムを目

指す。あわせて、広報の範囲や手法をより

拡張して本研修の周知に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

アーカイブについては、ナショナルセンター

として各機関との連携を今後もさらに図り、公

開する資料を充実させていくことが必要であ

る。 

 アーキビスト養成研修については、時宜に応

じたテーマを取り入れるなど、より充実したプ

ログラム内容となるように改善を図ることが期

待される。 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。  
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－４ 男女共同参画・女性教育・家庭教育に関する国内の関係機関・団体等との連携協力の推進 

当該事業実施に 

係る根拠 

・第３次男女共同参画基本計画推進体制第１１

分野・推進体制 

・「国立女性教育会館における政策実施機能を

強化するための関係府省と連携しての運営・組

織体制の在り方について」（平成 26 年 12 月 26

日文部科学省） 

業務に関連する

政策・施策 

政策目標１ 生涯学習の実現 

施策目標１－２ 生涯を通じた学習機会の

拡大 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

事前分析表（平成 26 年度）26－1－2 

行政事業レビューシート番号 0016 

当該項目の重要度、

優先度、難易度 

重要度：「高」第３次男女共同参画基本計画１１分野及び推進体制、「国立女性教育会館における政策実施機能を強化するための関係府省と連携しての運営・組織体制の在り方について」

で示されているように、地方公共団体、大学、男女共同参画センター・女性センター及び関係省庁と連携を強化し、事業内容の充実・強化していくことが求められており、同

時に各機関との連携による事業の実施が、我が国の男女共同参画の推進及び女性の活躍促進に資するため 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前 中 期 目

標 期 間 最

終年度値 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度  

 

 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

協働事業の

取組実績 

計画値 中期目標期間中

に 35 機関以上 
－ 

7 機関以上 7 機関以上 7 機関以上 7 機関以上  
 
 

決算額（千円） － － － －  

 

実績値 － － 15 機関 16 機関 18 機関 17 機関   従事人員数（人） － － － －  

達成度 － － 214.3％ 228.6％ 257.1％ 242.9％   ※研修、交流、受託の各事業に計上しており、単独の費用配分はなし  

参加者の内容

評価【フォー

ラムアンケー

ト結果：有用

度・満足度） 

計画値 85％以上が＋評価 － 85％以上 85％以上 85％以上 85％以上   

 
実績値 － － 99.7％ 98.2％ 100％ 94.8％   

達成度 
－ － 117.3％ 115.5％ 117.6％ 111.5％ 

 
 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 女性関連施設、

女性団体、民間団

体、企業等、男女

共同参画・女性教

育・家庭教育に関

する国内の関係

機関・団体等と連

携・協働し、より

効果的な事業を

実施する。 

また、調査研究

の成果やこれま

でに蓄積された

専門的な情報等

を各機関・団体等

に提供するとと

もに、情報交換し

交流する場を提

供することによ

り、女性関連施設

等のネットワー

クの中核として、

地域における男

女共同参画の推

進を支援する。交

流機会の提供に

ついては、大学、

企業等からの参

加を促進する。 

（１）国内の関係

機関・団体等との

協働事業の実施 

女性関連施設、女

性団体、民間団体、

企業等、男女共同

参画・女性教育・

家庭教育に関連す

る国内の関係機

関、団体等との協

力体制を充実さ

せ、中期目標期間

中に累計３５機関

以上と協働で研修

事業等に取り組

み、連携による、

より効果的な事業

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）国内の関係

機関・団体等との

協働事業の実施 

・女性関連施設、

女性団体、民間団

体、企業、大学等

と男女共同参画・

女性教育・家庭教

育に関する情報交

換を行うととも

に、７以上の機関

等と協働で事業を

実施し、連携効果

による多様な企画

や講師の活用を図

る。 

・全国の関係機

関・団体からの依

頼に基づき、職員

や客員講師を派遣

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・協働事業の取組実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他の指標＞ 

・連携効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 26 年度業務実績報告書 

P46～48 

＜自己評価書参照箇所＞ 

平成 26 年度業務実績に対する自己評価書 

P46～48 

評定 B 

男女共同参画・女性教育・家庭教育に関する国

内の関係機関・団体等との連携協力の推進につ

いては、全体として所期の目標を達成している

と認められるため、評定は Bとした。 

 

(1)評定：Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

中期目標期間終了を待たずして当初の目標値

の 35 機関を大幅に上回る 65 機関との連携を達

成しており、連携機関も府省庁、独立行政法人、

企業関係、大学等の教育機関と多様であり、高

く評価できる。平成２６年度は、女性関連施設、

女性団体だけでなく、府省庁や独立行政法人、

大学、学術機関、団体等、さまざまな分野の機

関・団体と連携を行い、目標の７機関を上回る

１７機関と連携し、十分目標を達成しているこ

とから、A評価とした。 

  

＜今後の課題＞ 

関係府省との連携については主催事業への協

力のみならず、会館の運営委員会への関係府省

担当者の出席等を通じて、運営方針などについ

て政策実施機関である会館の機能を高めること

が必要である。 

＜その他事項＞ 

ワーキングチーム有識者委員からの主なコメン

トは、以下のとおり。 

＜主要な業務実績＞ 

①国内の関係機関・団体等との協働事業の

実施  

・連携機関 17 機関（実数） 

（内）・共催 8 機関 

・受託 2機関 

・後援 7機関 

 

 

当該分野の実情を知る専門機関と連携

することで、時宜に合うプログラム内容や

講師についての助言を得ることができた,

また、 連携機関の経費分担、人的支援等

により、経費の節減を図ることができてい

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

平成２６年度は、女性関連施設、女性団

体だけでなく、省庁や独立行政法人、大学、

学術機関、団体等、さまざまな分野の機

関・団体と連携を行い、目標の７機関を上

回る１７機関と連携ができ、十分目標を達

成している。 

 また、平成２３年度からの連携機関の累

計も６５機関となり、十分に当初の目的を

達成している。 

  
＜課題と対応＞ 

連携の実施は、NWEC の事業の充実をも

たらすだけでなく、連携先及び関係者の男

女共同参画の取組の促進につながること

から、引き続き、あらゆる機会を捉えて拡

大していく。 
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  （２）交流機会の

提供による会館を

中心としたネット

ワークの構築 

①全国各地で男女

共同参画及び女性

教育を推進する活

動に携わる地方公

共団体、女性関連

施設、女性団体等

の担当者や喫緊の

課題の解決に取り

組む研究者等に対

し交流の機会を提

供するため、１千

名以上の参加を募

る全国フォーラム

を開催する。なお、

交流機会の提供に

ついては、大学、

企業等からの参加

を促進する。 

②研修修了生等が

地域に戻って実践

したことを報告し

合い学習する機会

を設定し、地域に

おけるネットワー

クの形成を促進す

るとともに、会館

と地域との連携を

強化する。 

③会館ボランティ

アに対し、主催事

業への参加の機会

を充実させるな

ど、その活動を支

援する。 

（２）交流機会の

提供による会館を

中心としたネット

ワークの構築 

①男女共同参画推

進フォーラム【再

掲】 

・行政・企業・大

学・ＮＰＯ等の組

織における男女共

同参画推進担当

者、女性団体、  

女性／男女共同参

画センター職員、

その他男女共 

同参画に関心のあ

る者を対象に、男

女共同参画のため

の意識変革、女性

活躍促進、女性の

キャリア形成支

援、ワーク・ライ

フ・バランス等の

課題解決に資する

ための研修を実施

するとともに、分

野横断的に、連

携・協働を推進す

るためのネットワ

ーク形成を図る。 

・研修実施にあた

り、参加者の８

５％以上からプラ

ス評価を得る。 

（２）交流機会の提供

による会館を中心とし

たネットワークの構築 

＜主な定量的指標＞ 

・大学や企業等からの

参加促進状況 

 

 

 

＜その他の指標＞ 

・全国フォーラムにお

ける交流機会の充実 

・会館と地域の連携を

強化するための取組 

・会館ボランティアに

対する活動支援状況 

 

＜評価の視点＞ 

 関係省庁を始め、独

立行政法人、地方公共

団体、女性関連施設、

企業や企業関係団体と

の連携強化。 

 

②男女共同参画推進フォーラム 
＜企業・大学の参加内訳＞ 

・参加者数 1,165 人 

・企業 57 人 

・大学 37 人 

・学生 33 人 

・企業、大学関係のワークショップも実施 

5 件 

 

 

②男女共同参画推進フォーラム 

男女共同参画を推進する行政担当者、女

性団体やＮＰＯのリーダー及び大学や企

業において組織内のダイバーシティ、女性

の活躍を推進する担当者等が一堂に会し、

課題の共有と課題解決のための方策を探

り、組織分野を越え、連携・協働して男女

共同参画を推進するためのネットワーク

形成を図るための研修を実施した。 
フェアトレード製品や地元の女性起業

家、自立を目指す障害者支援に取り組む

NPO 団体の製品の販売も実施し、活発な参

加者同士の交流を促した。 
 また、参加者同士の情報交換・交流の場 

として、ボランティアによる交流プログラ 

ムを実施する機会を提供した。 

 
 
＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

行政、企業、大学、ＮＰＯなどで男女共

同参画の推進に携わる者、女性団体などを

対象に、男女共同参画社会の実現に向けた

課題解決に資するプログラムの実施と分

野横断的に、連携・協働を推進するための

ネットワーク形成を目指して、内容の充実

を図ってきた。毎年、ニーズに合った企画

は、参加者からの評価も高く、実施状況は

順調である。 

 
＜課題と対応＞ 

引き続き、企業関係者や大学関係者など

新しい層の掘り起こしを続けることと併

せて、長年の参加者たちの「フォーラム」

への期待に応えるプログラムを今後も提

供していく必要がある。 

 

・連携による成果は十分評価に値する。今後は

この連携を波及効果の拡大の観点で目標設定を

検討いただきたい。 

 
(2)評定：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

多様な主体が一堂に会する機会を提供してお

り、行政、企業、大学、NPO、女性団体等が分野

横断的に情報交換できる場となっている。参加

者からの評価も高く、順調に実施できていると

評価できる。 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

男女共同参画推進フォーラムへの企業や大学

からの参加者を増やすための方策についても検

討し、多様な層に向けて参加を促進するための

働きかけを行うことが重要である。 

 

 

 

＜その他事項＞ 

ワーキングチーム有識者委員からの主なコメン

トは、以下のとおり。 

・新しい層の掘り起こしの観点からは、横断的

に情報交換できるネットワークへの参画を促す

ような取組をする意味で、単発の参画を促すの

ではなく、NWEC のパートナー企業・団体を継続

的に登録できる仕組みづくりも検討してもよ

い。 

 

４．その他参考情報 

特になし。  
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－５ 男女共同参画及び女性教育に関する国際貢献、連携協力の推進 

当該事業実施に 

係る根拠 

第３次男女共同参画基本計画第１１分野・

推進体制 

業務に関連する

政策・施策 

政策目標１ 生涯学習の実現 

施策目標１－２ 生涯を通じた学習機会の

拡大 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

事前分析表（平成 26 年度）26－1－2 

行政事業レビューシート番号 0016 

当該項目の重要度、

優先度、難易度 

－ 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目標

期間最終年

度値 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度  

 

 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

参加者の内容

評価①【アン

ケート結果：

有用度】 

計画値 90％以上が＋

評価 
－ 90％以上 90％以上 90％以上 90％以上 

 
 決算額（千円） 

237,350の

内数 

273,895の

内数 

311,551の

内数 

271,536の

内数 
 

実績値 － － 100％ 100％ 100％ 100％   従事人員数（人） 11 10 9 9  

達成度 － － 111.1％ 111.1％ 111.1％ 111.1％   

 

参加者の内容

評価②【アン

ケート結果：

有用度】 

計画値 85％以上が＋

評価 
－ 85％以上 85％以上 85％以上 85％以上 

 
 

実績値 － － 100％ 100％ 93.0％ 91.7％   

達成度 － － 117.6％ 117.6％ 109.4％ 107.9％   

参加者の内容

評価③（参加

者アンケート

結果：有用度） 

計画値 85％以上が＋

評価 
－ 85％以上 85％以上 85％以上 85％以上 

 
 

実績値 － － 99.0％ 97.7％ 96.0％ 91.0％   

達成度 －   － 116.5％ 114.9％ 112.9％ 107.1％   

調査研究・事

業における連

携 

計画値 中期目標期間中

に海外の 5 機関

以上と連携 

－ 
2 機関以

上と連携 
2 機関以

上と連携 
2 機関以

上と連携 
2 機関以

上と連携   

実績値 － － 3 機関 3 機関 3 機関 2 機関   

達成度 － － 150.0％ 150.0％ 150.0％ 100.0％   

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 開発途上国、特

に、国連アジア太

平洋経済社会委

員会（ＥＳＣＡ

Ｐ）加盟国の行

政・教育担当者等

を対象として研

修を実施するな

どにより、各国の

男女共同参画及

び女性教育に関

する人材を育成

する。 

さらに、これまで

に構築した海外

との協力体制を

強化し、調査研究

等の協働事業を

行うとともに、研

修参加者のネッ

トワーク形成や、

研修の成果を広

く社会に還元す

るなどにより、世

界とりわけアジ

ア太平洋地域に

おける男女共同

参画及び女性教

育の人材育成の

ための拠点とし

ての機能を強化

する。 

（１）男女共同参

画及び女性教育

に関する国際協

力・連携に資する

研修の実施 

①男女共同参画

及び女性教育に

関する国際的な

人材育成の拠点

として、女性のエ

ンパワーメント

支援のために、開

発途上国、特に国

連アジア太平洋

経済社会委員会

（ＥＳＣＡＰ）加

盟国の行政・教育

担当者及び民間

団体等、関係団体

の指導者に対す

る男女共同参画

及び女性教育に

関する参加型の

実践的な研修を

実施し、参加者の

９０％以上から

プラス評価を得

る。 

②男女共同参画

の推進に関する

喫緊の課題をテ

ーマとしたシン

ポジウムを開催

し、参加者の８

５％以上からプ

ラス評価を得る。 

③研修修了生等

による出身国で 

（１）男女共同参

画及び女性教育

に関する国際協

力、連携に資する

研修の実施 

①アジア太平洋

地域における男

女共同参画推進

官・リーダーセミ

ナー 

・開発途上国等に

おいて男女共同

参画の政策策定

ならびに政策提

言を行う立場に

ある女性行政・教

育担当者及びＮ

ＧＯのリーダー

を対象に、女性の

能力開発に係る

喫緊の課題をテ

ーマとした参加

型の実践的なセ

ミナーを行う。 

・研修実施にあた

り、参加者の９

０％以上からプ

ラス評価を得る。 

・研修修了生等に

よる出身国での

成果の活用につ

いての調査を行

い、同調査の結果

等を踏まえ、研修

の効果的な実施

の観点から、研修

内容等の見直し

を行う。 

１）男女共同参画及

び女性教育に関す

る国際協力・連携に

資する研修の実施 

＜主な定量的指標＞ 

・研修の内容評価 

＜参加者の 85％（①

については 90％以

上）からプラス評価

が得られたか＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他の指標＞ 

・アジア太平洋地域

における拠点とし

ての取組 

・研修成果の活用調

査に基づく研修内

容の見直し状況（前

年度実績を評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 26 年度業務実績報告書 

P49～58 

＜主要な業務実績＞ 

①アジア太平洋地域における男女共同参

画推進官・リーダーセミナー  

・満足度 100.0％ 

・有用度 100.0％ 

 

②国際協力機構との連携による研修 

・有用度 100.0％ 

 

③ＮＷＥＣ国際シンポジウム 

・満足度 88.0％ 

・有用度 87.0％ 

 

 

①アジア太平洋地域における男女共同参

画推進官・リーダーセミナー  

研修生には、出身国（５か国）における

男女共同参画政策と研修テーマに関する

好事例のポスター提出を義務づけ、日本語

に翻訳後、パネルに加工した上で館内に展

示し、会館利用者への情報提供などに活用

している。 

 

②国際協力機構との連携による研修 

H23～26の間に、アジア６カ国から ６

５名が参加。研修生は、帰国後に自国及び

メコン地域で関係者を集めた成果発表会

で研修成果を報告しており、会館が日本で

実施した研修成果が各国に広がっている。 

 

③ＮＷＥＣ国際シンポジウム 

H23～26の間に、主に国内の３８０人が

参加。テーマについて課題を共有し、解 

決のための方策やアジア太平洋地域にお

ける男女平等政策について、参加者と海外

＜自己評価書参照箇所＞ 

平成 26 年度業務実績に対する自己評価書 

P49～58 

評定 Ｂ 

男女共同参画及び女性教育に関する国際貢献、連

携協力の推進については、全体として所期の目標

を達成していると認められるため、評定は Bとし

た。 

 

（１）評定：B 

＜評定に至った理由＞ 

アジア太平洋地域において、男女共同参画、女

性教育の人材育成のための拠点としての役割を

果たすことは、国内唯一の女性教育のナショナル

センターである会館に求められる重要な機能で

ある。 

アジア太平洋地域における男女共同参画のリ

ーダーに対するセミナーや国際協力機構との連

携による研修などの参加者からの評価も高く、研

修テーマの人身取引対策についても国際的に喫

緊の課題であり、そうした問題に対応できる人材

を育成する取組は評価できる。 

 研修生の帰国後の成果についても報告を受け

ており、報告書への寄稿等を通じて研修成果の活

用状況を把握し、普及を図っている。 

 

＜今後の課題＞ 

成果の普及を図るために、研修生の帰国後の成

果についてもホームページや SNS 等で提供した

り、英語による情報発信を強化することで、会館

のアジア太平洋地域における男女共同参画、女性

教育の拠点としての機能をさらに強化していく

ことが期待される。 

 

＜その他事項＞ 

ワーキングチーム有識者委員からの主なコメン

トは、以下のとおり。 

・テーマの設定として、グローバル企業のニーズ

をくみ取りながら進めることもありうるのでは

ないか。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

「アジア太平洋地域における男女共同

参画推進官・リーダーセミナー 」では、

年度計画どおりに実施されている。アンケ

ートでは満足度、有用度ともに９０％以上

となっており、研修生のニーズに合致した

研修となった。質疑応答も活発に行われ、

研修生がICTとジェンダーに関する各国の

取組みに関する知識を得る機会を提供で

きた。 

これまでの研修参加者とはフェイス・ブ

ックや国連婦人の地位委員会等で情報交

換をするとともに、東南アジア諸国の男女

共同参画政策に関する調査研究の協力を

得るなど人的交流を継続している。 

「国際協力機構との連携による研修」

は、人身取引の分野における国際研修の実

施は、途上国に対する国際貢献と同時に、

研修生間の国を越えた相互理解を深めた。

国内の行政や女性相談関係者、民間団体

が、国際的な課題について認識を深め、国

内外のネットワークを深める役割も果た

した。研修生からは帰国後に自国で役立つ

知識や情報を得たとともに、日本の男女共

同参画施策及び女性に対する暴力に対す

る活動を学ぶ貴重な機会になったと高く

評価された。 

人身取引の分野で、途上国の女性の置か

れている立場に着目して、被害の防止や女

性被害者の保護とエンパワーメントの観

点で、参加５か国の連携を目的にワークシ

ョップという参加型・実践的研修を実施し 

たことや、NWEC の調査研究や国際・国内研

修の成果を活用したことで本研修の充実
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の成果の活用に

ついての調査を

行い、同調査の結

果等を踏まえ、研

修の効果的な実

施の観点から、研

修内容等の見直

しを行う。 

 

（２）地球規模の

課題についての

調査研究の実施 

①これまで実施

してきた人身取

引に関する調査

研究の成果を踏

まえ、国内に在住

する「外国人女

性」に焦点をあ

て、暴力、子ども

の教育、生活上の

困難等への支援

に資する調査研

究を実施する。 

②これまで構築

してきた海外と

の協力体制を強

化しつつ、地球規

模の課題につい

て、中期目標期間

中に海外の５機

関以上と連携し

た調査研究・事業

を実施し、インタ

ーネット等を通

じてその成果を

国際的に発信す

る。 

 

 

 

②国際協力機構

との連携による

研修 

 国際協力機構

が実施する開発

途上国の行政職

員等を対象とし

た研修について、

男女共同参画、女

性教育に関する

専門的な観点か

ら連携して実施

する。 

③ＮＷＥＣ国際

シンポジウム 

・女性の人権やエ

ンパワーメント

に係る地球規模

の課題をテーマ

に海外の専門家

を招へいするＮ

ＷＥＣ国際シン

ポジウムを開催

し、地球規模の課

題分析を行い、海

外の研究者や行

政関係者・女性団

体等指導者との

交流を深めると

ともに、意見交換

を行う。 

・研修実施にあた

り、参加者の８

５％以上からプ

ラス評価を得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

国際的ネットワー

クの構築とその活

用 

 

 

 

 

 

の専門家が意見交換を行うことができる

場を設定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を図ったことは、地球規模の課題を取り上

げ国際貢献、連携協力を推進するという中

期計画の目的に合致している。また、平成

27 年度以降も新たな参加国を増やして実

施することが既に決定している。 

「ＮＷＥＣ国際シンポジウム」は、年度

計画どおりに実施されている。社会の中で

女性が十全に能力を発揮することができ

ることを目指して、「女性が輝く社会」政

策が進められている。本事業を通じて、ニ

ュージーランドと日本における男女平等

を推進するための最新の情報を学ぶ場を

設けた。 

過去 4年間、災害復興とジェンダー、男

性にとっての男女共同参画など、地球規模

の課題をテーマとして国際シンポジウム

を実施した。男女共同参画の推進に係る先

進的な取組に関する議論を深める場を提

供することは、中期計画の目的に合致して

いる。 

 

＜課題と対応＞ 

「アジア太平洋地域における男女共同参

画推進官・リーダーセミナー」では、研修

最終日の評価会では、研修生より「日本政

府の男女共同参画政策についての講義を

望む」との意見があり、次年度以降は検討

していきたい。 

「国際協力機構との連携による研修」で

は、集団研修では、共通語である英語力の

水準が一定程度以上あることが不可欠で

ある。国によって人身取引を巡る状況が大

きく異なり、法執行や保護など担当分野が

異なる研修生一人ひとりの研修ニーズが

異なる。異なる背景の参加者の研修効果を 

高め、活発な意見交換を図るために、意見

交換のありかたや視察先の選定、幅広い人

身取引関係問題で何をテーマに取り上げ

るかなど、研修の企画・運営を引き続き工

夫していく必要がある。  
「ＮＷＥＣ国際シンポジウム」では、参加
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（３）国際的なネ

ットワークの構

築 

研修修了生等の

つながりを一層

強め、会館を中心

としたネットワ

ークを構築する

ため、研修終了後

も双方向の情報

交換・議論を行

い、研修修了生等

から提供された

アジア太平洋地

域における男女

共同参画のため

の先進的な取組

を日本国内に普

及させる。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）国際的なネ

ットワークの構

築 

・研修修了生等に

対し、研修終了後

の定期的なメー

ル送信や議論の

呼びかけを通じ

ネットワーク構

築を図る。 

・研修成果につい

て、「男女共同参

画のための研究

と実践の交流推

進フォーラム」に

おけるパネル展

示や英文報告書

の会館ホームペ

ージへの掲載等

の方法により国

内外に普及する。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）アジア太平洋地域における男女共同

参画推進官・リーダーセミナーの研修には

、研修終了後、研修成果をまとめた論文の

提出を義務づけた。論文は「２０１４リー

ダーセミナーレポート」として、日・英両

言語刊行した。「２０１４リーダーセミナ

ーレポート」はフェイス・ブック等を通じ

て、過去の研修参加者にも回覧している。 

 

 

 

者からは「企業における女性リーダーの具

体的な事例をききたかった」との意見も寄

せられた。次年度以降は、テーマや対象と

する層に応じて、講演者ならびに会場等を

選定することにより、事業内容の一層の充

実を図る。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

年度計画どおりに実施されている。アン

ケートでは満足度、有用度ともに９０％以

上となっており、研修生のニーズに合致し

た研修となった。質疑応答も活発に行われ

、研修生がICTとジェンダーに関する各国

の取組みに関する知識を得る機会を提供

できた。 

これまでの研修参加者とはフェイス・ブ

ックや国連婦人の地位委員会等で情報交

換をするとともに、東南アジア諸国の男女

共同参画政策に関する調査研究の協力を

得たり、カンボジアで元研修生を訪問する

など人的交流を継続している。 

 

＜課題と対応＞ 

研修最終日の評価会では、研修生より

「日本政府の男女共同参画政策について

の講義を望む」との意見があり、次年度以

降は検討していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）評定：B 

＜評定に至った根拠＞ 

 ナショナルセンターとして国内外、アジア太平

洋地域での男女共同参画推進の拠点としての役

割を強化するためにも、海外の機関との交流や情

報交換を実施していくことは非常に重要であり、

研修参加者とのネットワークの構築を SNS 上で

図ったり、国連の会議において情報交換をしてい

ることは評価できる。 

  

＜今後の課題＞ 

 国際的ネットワークを継続させ、国内へ効果的

に発信するために、国内向けの情報発信資料の充

実や、海外の研修生等が研修後自国に戻ってから

も、会館を中心に双方向で情報交換できるような

しかけづくりを検討するなど、さらなる国際的ネ

ットワークの構築拡大が期待される。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 

 

        

 

４．その他参考情報 

特になし。  
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－６ 会館利用者への男女共同参画及び女性教育に関する理解の促進・利用の促進 

当該事業実施に 

係る根拠 

国立女性教育会館法第十一条第三号、第四

号 

業務に関連する

政策・施策 

政策目標１ 生涯学習の実現 

施策目標１－２ 生涯を通じた学習機会の拡大 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

事前分析表（平成 26 年度）26－1－2 

行政事業レビューシート番号 0016 

当該項目の重要度、

優先度、難易度 

難易度：「高」職員が少人数であり、本来目的である業務を行いながら利用拡大に携わざるを得なく、体制的にも十分な時間と労力を費やすことが困難な状況にあることや、都心部 
の類似施設と比較しても交通アクセスの面で不利なことに加え、施設名称が女性しか利用できない印象を与えていること、また、研修施設として設置された経緯から研修利 

用に限られていること、さらに独立行政法人の趣旨からも民間のホテル等のような利便性対応や広報活動に十分な投資を行うことは困難であることから、目標達成の難易度

は非常に高いものと考えられる。 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 

前中期目標

期間最終年

度値 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度  

 

 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

延利用者数 

（人） 

計画値 
－ － － － － － 

 
 決算額（千円） 

237,350の

内数 

273,895の

内数 

311,551の

内数 

271,536の

内数 
 

実績値 － 118,974 114,101 122,074 126,837 117,558   従事人員数（人） 11 10 9 9  

達成度 － － － － － －   

 

うち目的利用

者数（人） 

計画値 － － － － － －   

実績値 － 59,443 57,613 61,859 68,289 69,809   

達成度 － － － － － －   

団体数（団体） 計画値 － － － － － －   

実績値 － 2,902 3,040 2,795 2,818 2,896   

達成度 － － － － － －   

うち企業利用

件数（件） 

計画値 － － － － － －   

実績値  149 140 157 163 193   

達成度 － － － － － －   

うち大学利用

件数（件） 

計画値 － － － － － －   

実績値 － 94 98 110 81 122   

達成度 － － － － － －   

宿泊室利用率 計画値 平成 27 年度まで

に 55％を達成 
－ － － － －   

実績値 － 46.3％ 31.8％ 33.8％ 40.3％ 37.8％   

達成度 － － － － － －   

 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 利用者に対し、

男女共同参画及

び女性教育に関

する理解を促進

するため、利用者

のニーズに応じ

た情報提供を行

うとともに、学習

教材を開発し、イ

ンターネット等

を通じて全国に

普及する。 

また、大学、企

業等との連携強

化を進め、これら

の関係者の利用

を促進する。 

（１）利用者への

学習支援 

①職員の専門性

を活かしたきめ

細かな事前指導

を充実し、利用者

のニーズに応じ

た研修プログラ

ム作成を支援す

る。 

②会館が提供す

るプログラム等

を利用した者に

アンケートを実

施し、活用状況等

を踏まえ、必要に

応じプログラム

等の内容を見直

す。 

③多様化、高度化

した学習需要に

対応するため、こ

れまでの情報提

供の内容や方法

を見直し、系統化

した情報提供を

行うとともに、そ

の内容をインタ

（１）利用者への

学習支援 

・施設を利用する

団体・グループ・

個人が企画・実施

する研修等のプ

ログラムについ

ての学習相談を

受け、研修プログ

ラム作成を支援

する。 

・会館が有する専

門性を活かして

男女共同参画や

女性教育に関す

る学習機会を提

供する。 

・インターネット

で提供する学習

教材について、試

験的に提供を開

始する。 

 

 

 

 

 

 

(１）利用者への学

習支援 

＜その他の指標＞ 

・研修プログラム作

成支援の実績 

・利用者アンケート

の結果の反映 

・情報提供の系統化

と学習素材の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

・男女共同参画を推

進するための人材

育成の一環として、

来館者やインター

ネットを通じた取

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 26 年度業務実績報告書 

P59～60 

＜自己評価書参照箇所＞ 

平成 26 年度業務実績に対する自己評価書 

P59～60 
評定 Ｂ 

＜主要な業務実績＞ 

①利用者への学習支援 

各団体の研修プログラムの作成・実施を

支援するとともに、地方自治体の依頼によ

る会館での男女共同参画関連講義の提供

のほか、学習プログラムの作成に当たり、

全国各地で活発に地域活動を展開する女

性センター等の紹介、ボランティア活動者

との懇談会をコーディネートするなどの

協力を行った。 

また、利用者アンケートの内容からニー

ズを把握し、学習支援に活用した。会館を

利用する団体・グループ等の希望に応じ、

当該団体が行う研修の中で、会館職員が男

女共同参画に関する講義や情報提供を行

った。 
・情報提供回数 559 回 

・講義回数 21 回 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

会館を利用する団体・グループ等が企

画・実施する研修等のプログラムへの学習

支援については、主催事業で培った知識・

経験を活かし、利用者のニーズに合わせた

内容を提供している点は、会館ならではの

独創性として評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

 個別の利用団体に対する情報提供を見

直し、学習普及効果の高い、リーダーを対

象とした研修プログラムの企画・実施に限

られた予算や人員を振り向けていくこと

を検討する。 

 ただし、一般利用も含めた来館者へのア

プローチは、「男女共同参画の推進」とい

う国の最重要課題について意識啓発する

貴重な機会と捉まえ、引き続き、パンフレ

ット配布などの方法で学習支援を行って

いく。 

 

会館利用者への男女共同参画及び女性教育に関

する理解の促進・利用の促進については、（２）

について C 評定ではあるものの、（１）利用者へ

の学習支援の充実状況や、本項目の難易度を鑑み

全体としての評定は Bとした。 

 

（１）評定：B 

＜評定に至った理由＞ 

 職員の知識や経験を生かし、学習者への情報提

供を積極的に実施しその回数も年々増加してい

ることや、利用者アンケートの内容を学習支援に

反映し、内容を工夫したことは評価できる。 

  

＜今後の課題＞ 

利用者のニーズに合った内容の学習支援、情報

提供を引き続き行い、利用者の男女共同参画に関

する理解を促進することが期待される。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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ーネット上で学

習教材として提

供する。 

 

（２）利用の拡大 

①毎年、利用拡大

戦略を作成し、大

学・企業等からの

利用を促進し、利

用を拡大する。 

②宿泊室利用率

について、平成２

７年度までに５

５％以上を達成

する。 

 

 

 

 

（２）利用の拡大 

 利用拡大戦略

（年度）を作成

し、企業・大学向

けのサンプルプ

ランの作成・提案

を 行 う な ど 大

学・企業等からの

利用を促進する。 

 

 

 

り組みを行ってい

るか。 

 

 

（２）利用の拡大 

＜主な定量的指標＞ 

・宿泊室利用率の実

績 ＜ 期 間 目 標 ５

５％） 

 

・大学・企業等の利

用促進 

 

＜その他の指標＞ 

・利用拡大戦略に基

づく取組 

 

 

＜評価の視点＞ 

・宿泊室利用率につ

いて 55％達成に向

けた取り組みを行

っているか。 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

利用の拡大 

利用実績（利用者数・利用団体数、大学・

企業等の利用） 

・延利用者数：117,558 人 

うち目的利用者数：69,809 人 

・団体数：2,896 人 

うち企業件数：193 件 

うち大学利用件数：122 件 

 

・宿泊利用率＜平成 27年度までに 55％＞ 

 宿泊利用率 37.8％ 

 

 

H23～26 年の４年間、毎年度利用拡大戦略

を作成し、それに基づきターゲットを絞っ

て、利用拡大に努めた。 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

職員が少人数であり、利用拡大担当の専

属職員を配置することはできないことか

ら、本来担当業務である研修の企画・立

案・実施や調査研究などを進めながらの利

用拡大取り組みであったが、毎年度、利用

拡大戦略を策定し、理事長、理事はもとよ

り、会館ＯＢ、運営委員会委員、外部評価

委員など多くの関係者の協力や助言を得

ながら、全力で取り組んできたところであ

る。 

男女共同参画を専門とする大学の教員

に対するダイレクトメールを送付し、ゼミ

等での利用を呼びかけた。一方、閑散期に

おける映画撮影などの利用を積極的に誘

致したが、下見や見学にかかる時間が多い

割に利用に結びつく率は低かった。 

会館ＯＢの協力を得て学校や企業への

訪問、埼玉県下の高校の校長会に出席して

説明を実施、埼玉県や東京都の商工会議所

連合会の協力を得て加盟企業へのＰＲを

実施、大学生協が発行する合宿情報パンフ

レットに利用案内を掲載、企業や大学の業

界向け冊子に利用広告を掲載した。 

このほか、施設の魅力を広く訴えること

ができるように会館ホームページの改訂

や埼玉県物産観光協会や埼玉県経営者協

会の協力も得て広報誌やメルマガへの掲

載も行った。 

しかしながら、今期は平成 22 年度の東

日本大震災の発生や工事による閉館、テニ

スコートの廃止等の影響も大きく、宿泊室

利用率は平成 23 年度からみれば回復傾向

にはあるが、40％前後に止まっている。平

成 26 年度は、利用団体のイベント見直し

等により複数の大口利用団体のキャンセ

 

 

 

 

（２）評定：Ｃ 

＜評定に至った理由＞ 

利用促進に向けて多様な取組を行っているこ

とは評価できるが、利用者数は増加傾向にあると

は言えず、宿泊室利用率については、中期目標期

間の中期計画の目標値の達成が困難な状況であ

ることが見受けられる。しかしながら、研修、調

査研究、情報事業などの業務を行いながら利用拡

大のための取組を行うことは体制的にも難しく、

東日本大震災の影響によって落ち込んだ利用の

回復に時間がかかっていることや、平成 26 年度

は、利用団体のイベント見直し等により複数の大

口利用団体のキャンセルが相次ぎ、小口の利用団

体数が増えたにもかかわらず宿泊室利用率は対

前年度 2.5％減となっていること等を踏まえ、非

常に難易度の高い項目であることを鑑み C 評定

とした。 

 

＜今後の課題＞ 

ＰＦＩの導入により民間の力を活用した新た

な利用者向けサービスを実施するなど、宿泊室利

用率や利用者数が拡大するような戦略的な取組

を行うことが求められる。 

 

＜その他事項＞ 

ワーキングチーム有識者委員からの主なコメン

トは、以下のとおり。 

・PFI を成功に導くため、委託企業からのノウハ

ウを生かし、会館としても魅力あるコンテンツを

用意する必要があると考える。今後委託企業との

役割分担を意識しながら、両者の創意工夫を期待

したい。 
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ルが相次ぎ、小口の利用団体数が増えたに

もかかわらず宿泊室利用率は対前年度

2.5％減となった。 

 

＜課題と対応＞ 

宿泊室利用率の向上を図るため導入する

ＰＦＩ事業が順調に展開するよう必要に

応じ支援を行っていく。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。  
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ－１ 適切な法人運営体制の充実 

当該項目の 

重要度、難易度 

－ 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

－ 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 （参考情報） 

－ － － － － － － － － 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 理事長のリー

ダーシップのも

と、国民に対して

より質の高いサ

ービスを提供す

るため、ガバナン

スの保持及び内

部統制の充実な

ど適正な法人運

営体制の充実を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ガバナン

ス・内部統制の充

実 

①理事長のリー

ダーシップのも

と、会館が担う役

割や内包してい

る課題等の情報

を職員全員に共

有・伝達するた

め、定期的に運営

会議、館内研修等

を開催する。 

②会館を取り巻

くリスクの把握、

分析等を行い、定

期的に運営会議

に報告するとと

もに、リスク低減

に向けた規程等

を充実させ、職員

全員に周知徹底

する。 

③法人業務の有

（１）ガバナン

ス・内部統制の充

実 

・原則として毎

週、係長以上が参

加する運営会議

を開催し、理事長

のリーダーシッ

プのもと、会館が

担う役割やリス

ク等の課題につ

いて職員全員が

情報を共有する。 

・職員の業務遂行

に関する資質・能

力の向上を目的

とした研修を実

施する。 

・リスク低減に向

けた規程等につ

いての見直しを

行い、職員全員に

周知徹底する。 

・会館の業務の有

（１）ガバナンス・内

部統制の充実 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

＜その他の指標＞ 

・理事長のリーダーシ

ップによる事業運営 

・リスク管理体制の整

備と実績 

・コンプライアンス体

制の整備と実績 

 

＜評価の視点＞ 

理事長のリーダーシ

ップによるガバナン

スの保持及び内部統

制の充実 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 26 年度業務実績報告書 

P61～63 

＜自己評価書参照箇所＞ 

平成 26 年度業務実績に対する自己評価書 

P61～63 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

小規模な組織であることを生かして職員の過

半数が出席している運営会議を通じて、理事長

と職員が直接意見交換できる場を設けており、

理事長のリーダーシップのもと、ガバナンス・

内部統制が保持される仕組みがあり評価でき

る。 

 

＜今後の課題＞ 

リスクの把握やリスク削減のための対応につ

いて、従来に事例がない課題等にも対応してい

くため、国立特別支援教育総合研究所、国立青

少年教育振興機構、教員研修センターと会館

の４法人と連携し、情報共有しながら検討し

ていくことが有用である。 

 

＜その他事項＞ 

＜主要な業務実績＞ 

理事長のリーダーシップの確保と効率

的業務を目的として運営会議を毎週開催

している。運営会議には、理事長、理事、

各課室長及び各課室連絡担当係長（職員の

過半数）が出席、理事長が各部署から業務

報告や懸案事項の報告を受け、解決のため

の指示を直接伝達している。対応結果は、

再度同会議で報告され、確実なＰＤＣＡサ

イクルが機能している。 

年４回理事長が招集・実施する役員会で

は、理事、監事及び各課室長が出席し、NWEC

の業務運営や評価に関する重要事項を審

議している。 

理事長を補佐する組織として総務課を

置いているが、組織が小規模なため全課室

に対して直接指示できる環境にある。 

運営会議においては、予算の執行状況を

はじめ、年度計画の実施状況や新たに発生

した事案等について、理事長、理事に対し

迅速な報告がなされている。報告案件につ

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

法人のリスクを常に意識し、週一度開催さ

れる運営会議で理事長に対し状況を報告、

その都度対応についての指示を仰いだ。

「研修事業の定員充足」や「宿泊室利用率」

などのリスクについて、定員割れや利用の

減少が予想される場合は、各課室が有する

ネットワークを最大限に活用した広報を

重ねて行うなど全館体制で対応した。その

他の課題についても、常にＮＷＥＣの今後

の在り方について職員が課題と改革に向

かう意識を共有しながら、新たな事業展開

の方向性を探る視点から対応にあたった。 

 また、役員会、監事監査を定期的に開催

し、NWEC の現状と課題について適切に報

告し、助言を得るとともに、得られた助言

を速やかに業務に反映している。 

 

＜課題と対応＞ 

小規模組織であることから理事長のリ

特になし。 
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効性・効率性、法

令の遵守、財務会

計の透明性等の

観点から、定期的

にモニタリング

を行う。また、そ

の結果について

役職員に周知を

図り、必要に応じ

て組織運営の改

善に反映させる。 

効性・効率性、法

令の遵守、財務会

計の透明性等の

観点から職員全

員を対象とした

モニタリングを

実施するととも

に、結果について

は役職員に周知

し、必要に応じて

組織運営の改善

に反映させる。 

いては、理事長、理事のチェックのもと、

リスクの把握、分析、対応検討が速やかに

実施され、対応結果の報告が確実に実施さ

れるという体制が整っている。 

リスクの一つである宿泊室利用率の向

上については、運営会議において隔週で状

況報告を行い、その都度、理事長、理事よ

り対応について指示があるとともに、出席

メンバーが状況と対応策について情報を

共有している。 

事業の企画・実施に係るリスクや課題に

ついては、理事長、理事、各課室長、各事

業担当者等が出席する「研修・調査研究事

業検討会」や「自己点検評価委員会」を通

じて把握するとともに、以降の事業実   

施に活かせるよう対応策の検討・共有を図

っている。 

平成２６年６月の独立行政法人通則法

の改正に伴い、国立女性教育会館業務方法

書の改定に向けて、内容の見直しを行っ

た。 

 

ーダーシップが存分に発揮できる利点を

活かし、今後も職員が一丸となって、時代

の要請に的確に応じた業務展開を推進し

ていく。 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ－２ 人件費・管理運営の適正化 

当該項目の 

重要度、難易度 

－ 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

－ 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 （参考情報） 

一般管理費効率化 

計画値 
平成 22 年度の一般管理費

と比して 15％削減 
－ 3.02%削減 6.04%削減 9.06%削減 12.08%削減  

－ 

実績値 － － 18.0%削減 12.0％削減 4.5%削減 12.0%削減  － 

達成度 － － 596.0％ 198.7％ 49.7％ 99.3％  － 

業務経費効率化 

計画値 
平成 22 年度の業務経費と

比して 5％削減 
－  1.03%削減 2.06%削減 3.09%削減 4.12%削減  

－ 

実績値 － － 13.0％削減 7.0％削減 12.9％削減 13.0％削減  － 

達成度 － － 1262.1％ 339.8％ 417.5％ 315.5％  － 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 人件費について

は、平成２３年度は

これまでの人件費改

革の取組を引き続き

着実に実施するとと

もに、平成２４年度

以降は「公務員の給

与改定に関する取扱

いについて」（平成２

２年１１月１日閣議

決定）に基づき、政

府における総人件費

削減の取組み及び今

後 

進められる独立行政

法人制度の抜本的な

見直しを踏まえ、見

（１）人件費・管理

運営の適正化 

①人件費について

は、平成２３年度は

これまでの人件費改

革の取組を引き続き

着実に実施するとと

もに、平成２４年度

以降は「公務員の給

与改定に関する取扱

いについて」（平成２

２年１１月１日閣議

決定）に基づき、政

府における 

総人件費削減の取組

み及び今後進められ

る独立行政法人制度

（１）人件費・管理

運営の適正化 

・政府における総人

件費削減の取組を

踏まえた見直しを

行う。 

・関係機関・団体と

の連携による経費

等の削減に努める。 

・関係機関・団体と

の人事交流や客員

研究員等外部人材

の活用など、多様な

人材を確保するこ

とにより、組織を活

性化する。 

 

（１）人件費・管理運

営の適正化 

＜主な定量的指標＞ 

・効率化率 

＜中期目標期間  

一般管理費：平成 22

年度比 15％削減 

業務経費：平成 22 年

度比 5％削減＞ 

 

＜その他の指標＞ 

・人件費改革の取組状

況（２３年度） 

・給与水準の適正化と

結果の公表 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 26 年度業務実績報告書 

P64～66 

＜主要な業務実績＞ 

引き続き、理事が事務局長を兼任し、人

件費削減を図った。 

 また、国家公務員の給与の臨時特例法に

準拠し、役職員給与も同様に対応した（平

成 24年 4月～26 年 3 月）。 

 役職員の報酬・給与等と職員給与につい

ては、その実績値と、国家公務員及び他法

人の給与水準との年額の比較を HP におい

て情報公開している。 

 ラスパイレス指数は、事務職が国家公務

員比 83.8、研究職が国家公務員比 66.4 と

なっており、国家公務員と比較して低い水

準にある。 

＜自己評価書参照箇所＞ 

平成 26 年度業務実績に対する自己評価書 

P64～66 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

業務経費効率化は、すでに目標値を達成し

ており、一般管理費もほぼ目標値に近い値

となっている。また、給与水準も、国家公

務員と比較して低い水準を保っている。 

 施設運営を民間業者に委託する PFI の

導入についても、平成 27 年度実施に向け

企業選定を行うなど着実に準備をすすめ

ており、今後の施設の有効活用に期待が持

てる。 

 

 

 

評定 Ｂ 

人件費・管理運営の適正化については、全体と

して所期の目標を達成していると認められるた

め、評定は Bとした。 

 

(1)評定：B 

＜評定に至った理由＞ 

人件費改革の取組が不断に行われており評価

できる。 

 また、一般管理費については目標値にわずか

に届いておらず、今後の PFI の導入による効果

に期待がかかるところである。一方業務経費は

目標値よりも大幅に削減できており、双方の実

績と自己評価を鑑み、B評定とした。 
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直す。 

さらに、給与水準

については、国家公

務員の給与水準を十

分配慮し、その適正

化に取り組むととも

に、検証結果や取組

状況を公表する。 

また、「独立行政法

人の事務・事業の見

直しの基本方針」（平

成２２年１２月７日

閣議決定）等を踏ま

え、管理部門の簡素

化、事業の見直し、

効率化等に取り組む

ことにより、一般管

理費（公租公課及び

利用の増加による支

出増を除く。）につい

ては、平成２２年度

と比して１５％以

上、業務経費（外部

資金で実施する事業

費及び利用の増加に

よる支出増等を除

く。）についても５％

以上の効率化を図

る。 

なお、研修施設及

び敷地面積等の保有

資産については、不

断の見直しを行い、

法人として保有し続

ける必要があるかを

検証し、利用実態・

土地形状等を踏まえ

た研修に必要な施設

等へ限定することに

より、維持管理費を

縮減する。 

の抜本的な見直しを

踏まえ、見直す。 

さらに、給与水準

については、国家公

務員の給与水準を十

分配慮し、その適正

化に取り組むととも

に、検証結果や取組

状況を公表する。 

②業務運営の見直し

と自己収入等の増加

に向けた努力を不断

に行い、中期目標期

間中に、一般管理費

（公租公課及び利用

の増加による支出増

を除く。）については

平成２２年度比１

５％以上、その他の

事業費（外部資金で

実施する事業及び利

用の増加による支出

増等を除く。）につい

ては平成２２年度比

５％以上を削減す

る。 

③運動場、テニスコ

ート等の施設につい

ては、利用実態・土

地形状等を考慮し、

研修に真に必要な施

設に限定することに

より、維持管理費を

縮減する。 

 

（２）保有資産の見

直し 

①保有資産について

は、運営会議等にお

いて不断の見直しを

行い、法人として保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保有資産の見

直し 

・保有資産につい

て、運営会議等にお

いて見直しの検討

を行い、外部評価委

 

＜評価の視点＞ 

順調な経費削減への

取組と給与水準の保

持。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保有資産の見直

し 

＜その他の指標＞ 

・保有資産の見直し状

況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

平成23年12月の役員会で廃止を決定し

た温水プールの処分を進めているが、電気

室が隣接する体育館と一体となっている

ことや、建物の取り壊しに多額の経費がか

かることが課題となっている。当面は安全

 

＜課題と対応＞ 

人件費、一般管理費、業務経費の削減に

ついては、限界にきており、これ以上の削

減はナショナルセンターとしての本来業

務の質の確保に影響することから、自己収

入の拡大や外部機関との連携による人

的・経費的負担の削減を戦略的に進めてい

くことが必要である。 

また、施設の PFI の導入について、平成

27 年度に実現できるよう作業を進めてい

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

施設運営を民間業者に委託する PFI の導

入についても、平成 27 年度実施に向け企

業選定を行うなど着実に準備をすすめて

おり、今後の施設の有効活用に期待が持て

 

＜今後の課題＞ 

 平成27年度にはＰＦＩの導入が実現できるよ

うに作業を進めていく必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

ワーキングチーム有識者委員からの主なコメン

トは、以下のとおり。 

・経費の有効活用は大切な課題であるが、一般

管理費 15％削減、業務経費５％削減という達成

目標の適性性に疑問を持つ。特に人件費につい

ては、民間企業での報酬水準の推移と比較可能

な形式での目標を定めるべきであろう。一律の

削減目標は、働く人のモチベーションを損ねる

結果になり兼ねないため特に注意を要すると考

える。 

・小規模な機関でもあり、業務経費・一般管理

費などという財務諸表上の区分ではなく、例え

ば固定費と変動費などに分けるなど、新たな目

標として適切な管理会計手法の導入なども検討

いただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）評定：Ｂ 

＜評定の根拠＞  

ＰＦＩの導入について、業者選定などの準備を

着実に進めており、今後の施設の有効活用に向

けて取り組んでいることは評価できる。 

 



40 
 

有し続ける必要があ

るかを外部評価委員

会等において検証す

る。 

②設置時より埼玉県

から借り受けている

会館の敷地の面積を

見直し、期間中ので

きる限り早期に敷地

の一部を返却する。 

員会等において検

証する。 

＜評価の視点＞ 

施設運営のPFI対応に

よる確実な維持管理

費の縮減。 

面に注意しつつ、建物を維持する。 

平成 25 年度に作成した「公共施設等運

営事業実施方針」に基づき、平成 26 年 12

月には、公共施設等運営権を有する者の選

定を行い、平成 27 年度から PFI を導入予

定。 

 

 

 

 

る。 

 

＜課題と対応＞ 

人件費、一般管理費、業務経費の削減につ

いては、限界にきており、これ以上の削減

はナショナルセンターとしての本来業務

の質の確保に影響することから、自己収入

の拡大や外部機関との連携による人的・経

費的負担の削減を戦略的に進めていくこ

とが必要である。 

 また、施設の PFI の導入について、平成

27 年度に実現できるよう作業を進めてい

く。 

＜今後の課題＞ 

ＰＦＩの導入について、平成２７年度に実現で

きるように、作業を進めていくことが求められ

る。 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ－３ 業務運営の改善 

当該項目の 

重要度、難易度 

－ 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

－ 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 （参考情報） 

－ － － － － － － － － 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 事務・事業の見

直し、検証を行う

とともに、必要に

応じて組織の再

編整理等を行う

ことにより、業務

運営の効率化を

進める。 

また、計画的な

配置転換や人事

交流等により、柔

軟な体制をとる

ことで、組織の活

性化を図るとと

もに、研修等を行

い、職員の資質を 

向上させる。 

さらに、客員研

究員の活用体制

を工夫し、職員と

の連携のもと、充

実した体制とる。 

 

 

（１）業務運営の

改善 

効果的・効率的

な業務運営を行

う観点から、事

務・事業の見直

し、検証を定期的

に運営会議で行

い、業務運営に反

映させる。 

また、積極的に

事務事業の外部

委託を進めると

ともに、必要に応

じて組織の再編

整理等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人材育成、

（１）業務運営の

改善 

・効果的・効率的

な業務運営を行

う観点から、事

務・事業の見直

し、検証を定期的

に運営会議で行

い、業務運営に反

映させる。 

・施設の管理運営

については、ＰＦ

Ｉ化を含む外部

委託する等、事務

事業の効率化を

検討するととも

に、必要に応じて

組織の再編等を

行う。 

 

 

 

 

（２）人材育成、

（１）業務運営の改善 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・効率的な業務運営の

検証 

 

＜評価の視点＞ 

運営会議開催による

定期的な事務・事業の

見 直 し に よ る 効 果

的・効率的な業務運

営。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人材育成、多様

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 26 年度業務実績報告書 

P67～69 

＜自己評価書参照箇所＞ 

平成 26 年度業務実績に対する自己評価書 

P67～69 

評定 Ｂ 

業務運営の改善については、全体として所期の

目標を達成していると認められるため、評定は B

とした。 

 

（１）評定：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 小規模組織の利点を生かしながら、自己点検

評価、外部評価を経て業務運営の改善のために

不断の業務見直しを図っていることは評価でき

る。課室横断的なプロジェクトチームを設置し、

ＰＤＣＡサイクルに基づいて業務改善を行って

いることは有用である。 

 

＜今後の課題＞ 

引き続き各職員の資質向上を図り、育成に努め

ることが必要である。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

 

 

 

（２）評定：Ｂ 

＜主要な業務実績＞ 

原則として毎週火曜日に理事長、理事、

各課室長、各課室係長の出席のもと開催さ

れる運営会議において、不断の業務見直し

を図っている。また、課室横断的なメンバ

ーから構成されるプロジェクトチーム「研

修・調査研究事業検討会」において事業内

容の検討及び振り返りを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

トップダウン、ボトムアップの迅速さ、職

員全体の情報共有が可能であることなど

の小規模組織の利点をしっかりと活用し

ながら、自己点検評価、外部評価を経て、

着実に PDCA サイクルを回し、業務改善を

図っている。 

 職員の資質向上のため、定期的な人事交

流や積極的な研修参加も実施している。 

 

＜課題と対応＞ 

平成 26 年度は、人的パワーと業務の質

の確保の必要から、特別有期職員１名と国

立大学法人等職員採用試験合格者から１

名の合計２名を常勤職員として採用した。

ミッション遂行のために必要な人的パワ

ーの確保と各職員の資質向上を目指し、今

後は採用した職員の育成に努める。 

 

＜評定と根拠＞ 
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多様な人材の活

用 

①毎年、研修計画

を策定し、業務に

即応した能力開

発及び専門性を

高めるための職

員研修を実施す

る。 

②関係機関・団体

等との人事交流

や客員研究員等

外部人材の活用

など、多様な人材

を確保すること

により、組織を活

性化する。 

多様な人材の活

用 

・職員の資質・業

務遂行能力の向

上に資するため

研修を実施する。 

・外部人材の活用

による組織の活

性化について、引

き続き検討を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

な人材の活用 

＜その他の指標＞ 

・職員研修の実施状況 

・外部人材の活用を通

じた組織の活性化 

 

＜評価の視点＞ 

・人材育成のための積

極的な研修実施及び

参加及び多様な人材

活用 

 

 

 

職員の資質、能力の向上を図るため、人

事異動及び職員採用時の新任職員研修を

７月に実施した他、全職員を対象としたホ

スピタリティ研修や男女共同参画に関す

る研修、情報セキュリティ研修（平成 27

年３月）をそれぞれ実施した。 

 また、会館、青少年教育振興機構、特別

支援教育総合研究所、教員研修センターの

４法人合同で実施した「新規採用職員研

修」「ビジネススキル研修」「独立行政法人

制度（法律、評価、会計等）研修」のほか

職員の業務能力の向上のため、人事・個人

情報保護・文書管理・内部統制・評価関係

の研修を中心に、省庁等の外部関連機関な

どで実施される研修にも積極的に参加し

た。（37 件） 

 文部科学省、国立大学法人、都道府県の

教育委員会と人事交流を実施し、組織活性

化を図っている。 

特別有期職員１名と国立大学法人等職

員採用試験合格者から１名の合計２名を

常勤職員として採用した。 

 また、新分野の開拓のため、企業関係に

詳しい客員研究員を３名継続して導入し

ている。 

評定：Ａ 

職員の資質向上のため、定期的な人事交流

を実施。また、人材育成のため、館内で初

任者研修等を実施するほか、会館独自で実

施が困難なものについては、４法人共同実

施研修をはじめ外部の研修へも積極的に

多くの職員が参加している。 

 

 

＜課題と対応＞ 

 小規模で職員の人数が限られた組織の

ため、職員一人ひとりに幅広い業務をこな

す能力と多くの知識が要求される。同時

に、限られた人数では、職場内で業務のス

キルや知識の共有・伝達が難しく、多くの

研修に参加する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定に至った理由＞ 

職員の人材育成、活用のため館内での職員研

修を定期的に実施するとともに、他法人と共同

での研修も多様なテーマで実施しており評価で

きる。 

 外部人材についても文部科学省、国立大学法

人、都道府県の教育委員会等との人事交流や、

客員研究員の活用により組織の活性化を図って

いる。 

＜今後の課題＞ 

 小規模組織で職員が多様な業務をこなす必要

があるため、より多くの研修参加の機会が必要

である。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ－４ 業務運営の点検・評価 

当該項目の 

重要度、難易度 

－ 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

－ 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 （参考情報） 

－ － － － － － － － － 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 業務全般につ

いて、参加者や利

用者及びその所

属先等の評価等

を踏まえて自己

点検・評価を実施

する。 

また、適時適切

に外部評価を受

け、業務に関する

客観的意見も取

り入れ、業務の改

善を不断に行う。 

（１）自己点検・

評価等による業

務の改善 

①業務全般につ

いて、参加者や利

用者等の評価を

踏まえ、自己点

検・評価を実施

し、その結果を的

確に事業に反映

させる。 

②適時適切に外

部評価を受け、業

務に関する客観

的意見も取り入

れ、業務の改善を 

不断に行う。 

③評価結果は、ホ

ームページを通

じて公表すると

ともに、事業の活

性化・効率化を図

るために積極的

に活用する。 

（１）自己点検・

評価等による業

務の改善 

・自己点検・評価

委員会による評

価を実施する。そ

の際、各事業間の

有機的連携を重

視 し た 自 己 点

検・評価を行う。 

・自己点検と連動

した外部評価を

実施する。 

・評価結果をホー

ムページで公表

する。 

（１）ガバナンス・内

部統制の充実 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・理事長のリーダーシ

ップによる事業運営 

・リスク管理体制の整

備と実績 

・コンプライアンス体

制の整備と実績 

 

＜評価の視点＞ 

理事長のリーダーシ

ップによるガバナン

スの保持及び内部統

制の充実 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 26 年度業務実績報告書 

P67～69 

＜自己評価書参照箇所＞ 

平成 26 年度業務実績に対する自己評価書 

P67～69 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

業務全般について、役職員による自己点検・

評価委員会を実施し、課室横断的に成果と課題

を共有し、その結果を事業に反映し、新規事業

の開拓や効率的な業務運営のための取組を進め

たことは評価できる。 

  

＜今後の課題＞ 

外部評価委員の指摘を踏まえ、会館の認知度

を上げるための取組、会館のブランド力を高め

るための手法を検討し、より多くの研修参加者

や利用者に活用してもらうための改善を行って

いくことが必要である。 

＜主要な業務実績＞ 

各事業担当者が事業成果を「業務実績報

告書」と「自己点検評価調書」で構成され

る A4 用紙 1 シートにまとめた。また、計

５回実施された自己点検評価委員会（理事

長、理事、課室長が出席）では、課題の 

検討を効率化するために、上記報告書・調

書とは別に作成した「課題検討シート」に

基づく議論を行い組織内で成果と課題を

共有した。７月上旬に評価報告書を文部科

学省に提出した。 

平成 26 年６月と９月に外部評価委員会

を実施。11 月に評価報告書を作成し、ホ

ームページで公開した。 

第３期中期計画に記載された事業のう

ち、平成 25 年度に実施された 31 項目の事

業について評価を行った。その実績につい

ては、平成 25 年度計画にあげられた目標

はほとんど達成されており、新規事業の積

極的な開拓、効率的な業務運営のための取

組みといった各般の努力が各所にわたっ

評定：Ａ 

 中期目標期間中、自己点検評価委員会及

び外部評価委員会を実施し、その成果を受

けて、ホームページで公開するとともに着

実な業務改善を行った。 

 

＜課題と対応＞ 

 事業全体の運営の中で、事故点検評価及

び外部評価に伴う作業が職員の重い負担

とならないよう、実施回数や日程調整を工

夫しながら実施している。 

 

 

 

 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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て顕著に認められ、それぞれ質の高いサー

ビスが提供されているとしている。一方、

「ＮＷＥＣの活動や情報をより有益に活

用してもらうために、何よりもまず、認知

度を上げることに力を入れていくことが

大切であり、ＮＷＥＣ自体のもつブランド

性をもっと活用できないか」との指摘がな

されている。 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ 予算・収支計画及び資金計画 

当該項目の 
重要度、難易度 

－ 関連する政策評価・
行政事業レビュー 

－ 

 

２．主要な経年データ 

 

 達成目標 
前中期目標期間

最終年度値 
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 （参考情報） 

当期総利益 

計画値 － － － － － －  － 

実績値 － 15,974,622 9,052,433 5,067,497 33,254,624 36,118,823  － 

達成度 － － － － － －  － 

運営費交付金未執

行率 

計画値 毎年度 10％未満 － 10％未満 10％未満 10％未満 10％未満  － 

実績値 － 0% 6.2％ 6.4％ 4.7％ 4.25%  － 

達成度 － － 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％  － 

※別紙参照 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  収入面に関して

は、実績を勘案しつ

つ、外部資金等を積

極的に導入するこ

とにより、計画的な

運営を行う。また、

管理業務の効率化

を進める観点から、

各事業年度におい

て、適切な効率化を

見込んだ予算によ

り運営する。 

 収入面に関して

は、実績を勘案しつ

つ、外部資金等を積

極的に導入するこ

とにより、計画的な

運営を行う。また、

管理業務の効率化

を進める観点から、

各事業年度におい

て、適切な効率化を

見込んだ予算によ

り運営する。 

１ 予算（人件費の

見積もりを含む。） 

２ 収支計画 

３ 資金計画 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・収入確保、管理業務

の効率化 

 

＜評価の視点＞ 

女性教育情報センタ

ーデータベース課金

の導入。 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 26 年度業務実績報告書 

P64,74 

＜自己評価書参照箇所＞ 

平成 26 年度業務実績に対する自己評価書 

P64,74 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方

針」（平成 22年 12 月 7日閣議決定）を踏まえ、

施設利用料の見直し等を着実に実行し。計画的

な運営を行っている。 

 

＜今後の課題＞ 

外部資金の獲得をより積極的に行っていく必

要がある。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

＜主要な業務実績＞ 

・検討の結果、女性教育情報センターにお

いて、端末を使用してのデータベースを利

用する者を対象に利用料を徴収すること

とし、平成 27年度から導入予定。 

 

・平成 25 年度に作成した公共施設等運営

事業実施方針に基づき、平成 26年 12 月に

は、公共施設等運営権を有する者の選定を

行い、平成 27年度から PFI を導入予定。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

土地借料の削減、施設使用料の見直し等に

ついて着実に実行へ移し、確実な収入確保

及び管理業務の効率化を図り、また指摘さ

れていた女性教育情報センターのデータ

ベース利用への課金については平成 27 年

度導入予定。 

 

＜課題と対応＞ 

施設管理の PFI の導入に伴い、一定の収入

の確保は見込めるが、これまでの対応策で

は、自己収入の拡大には限界がある。今後

は、外部資金等の獲得により一層力を入れ

ていく必要がある。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ 財務内容の改善に関する事項 

当該項目の 

重要度、難易度 

－ 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

－ 

 

２．主要な経年データ 

 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 （参考情報） 

外部資金の導入状況

（研修・研究等受託） 

計画値 毎年度 5件 － 5 件 5 件 5 件 5 件  － 

実績値 

－ 8 件 

（受託事業５

件、科学研究費

補助金３件） 

 5 件（受託事

業経費 2 件、科

学研究費補助

金 3件） 

7 件（受託事業

経費 2件、科学

研究費補助金

5 件） 

21 件（受託事

業経費 2 件、科

学研究費補助

金 5件、寄附金

収入 14 件） 

24 件（受託事業

経費 2件、科学

研究費補助金 3

件、寄附金収入

19 件） 

 

－ 

達成度 － － 100.0％ 140.0％ 420.0％ 480.0％  － 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

１ 取引関係の適

正化 

「独立行政法人

の契約状況の点

検・見直しについ

て」（平成２１年１

１月１７日閣議決

定）に基づく契約

の適正化、調達の

見直し等を推進す

ることにより、コ

ストを削減し透明

性を確保する。 

２ 自己収入の拡

大外部資金の積極

的導入や利用者の

拡大、利用料金の

見直し、データベ

ース利用に係る課

金システムの導入

等により、自己収

入を拡大する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）契約の点

検・見直し 

入札可能なものに

ついては、全て入

札を実施するとと

もに、積極的に一

般競争入札を導入

する。また、一者

応札となった契約

については、公告

期間、入札参加条

件、仕様書の見直

し等の改善を図る

ことにより、一者

応札を削減すると 

ともに、契約管理

委員会等による定

期的な契約点検を

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）外部資金の

導入 

科学研究費補助金

等の申請や国・民

間企業等からの受

託事業等の積極的

な受け入れを行

（１）契約の点

検・見直し 

・引き続き、入札

可能な契約案件に

ついては一般競争

入札を実施する。 

・一者応札となっ

た契約について

は、公告期間、入

札参加条件、仕様

書の見直し等の改

善を行い、可能な

限り一者応札の削

減を図るととも

に、契約監視委員

会等による定期的

な契約点検を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）外部資金の

導入 

 科学研究費補助

金等の申請や国・

民間企業等からの

受託事業等の積極

的な受入れを行

（１）契約の点検・見

直し 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・入札実績 

・契約監視委員会等に

よる点検 

 

＜評価の視点＞ 

一般競争入札の積極

的・効率的な導入と一

者応札削減への努力。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）外部資金の導入 

＜その他の指標＞ 

・外部資金の導入実績 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 26 年度業務実績報告書 

P70～75 

＜主要な業務実績＞ 

入札可能なものについては全て入札を実

施し、製本印刷業務等、複数の業務をなる

べく一括して入札を行うなど効率的に実施

した結果、前年度より７件少ない１５件と

なった。 

随意契約の実績は、入札不可能な水道料

金、土地借料、郵便料金（信書）３件と不

落随意契約の PFI に係るアドバイザー業

務、国際セミナー招へい業務の２件。 

一者応札の削減に向け、引き続き｢充分

な公告期間の確保、入札条件の緩和」等の

努力を行った結果、前年度は７件であった

が、事務用電子計算機システム一式１件の

みとなった。一者応札の原因は、「事務用

電子計算機システム一式」の入札説明会に

は８社が参加したが、仕様の条件を満たせ

ない、納期が間に合わない等の理由により

７社が辞退したため。 

 

 契約監視委員会を平成 26 年９月と平成

27 年２月の２回開催し、随意契約、一者

応札等について報告を行い、審査を受け

た。指摘された事項として、公共施設等運

営事業等に係るアドバイザー業務につい

て、一者応札になったことについて、シン

クタンク等もっと幅広に参加企業を探す

方法等を検討すべきと指摘された。 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

＜受託事業経費＞ 

  ２機関：合計 4,925 千円の事業を受託。 

＜科学研究費補助金＞ 

３件：合計 4,200 千円を獲得。 

＜自己評価書参照箇所＞ 

平成 26 年度業務実績に対する自己評価書 

P70～75 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

整備された規程に基づく契約が執行さ

れており、透明性も確保されている。契約

監視委員会も確実に開催されている。 

  随意契約は、随意契約とすることが不可

能な水道料金、土地料金、郵便料金（信書）

の３件と不落随意契約の PFI アドバイザ

ー業務委託、国際研修招へい業務委託の２

件に限られていることに加え、低価格物品

等の調達等においても、複数業者からの見

積り徴収を徹底しており、契約に関する競

争性も確保されていると言える。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、適正な契約の実施に努め、

NWEC ホームページ等を用いた積極的な情

報公開により公平性・透明性の確保を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

昨年度に引き続き外部資金を獲得する

ため、受託事業や科学研究費補助金の申請

を行うとともに、寄付金を得るため広く広

報を行った結果、9,958 千円の資金を獲得

することができた。 

評定：Ｂ 

財務内容の改善に関する事項については、全体

として所期の目標を達成していると認められる

ため、評定は Bとした。 

 

（１）評定：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

入札可能なものについては、全て入札を実施

するとともに、積極的に一般競争入札を導入し

ている。 

 また、契約監視委員会を開催し。随意契約、

一社応札等について審査を受け、指摘に沿った

入札に努めている。 

 随意契約の減少、一般競争入札の範囲拡大な

ど、努力していると評価できる。 

 

 

＜今後の課題＞ 

 契約監視員の指摘も踏まえ、適正な契約の実

施に引き続き努め、ＮＷＥＣホームページ等を

用いた積極的な情報公開により公平性・透明性

の確保を図る必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

 

 

 

 

 

 

（２）評定：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

外部資金の導入については。年度 5 件以上と

いう目標値を大幅に上回る実績を上げており積

極的に補助金の申請や受託事業の受け入れを行

っていることは評価できる。 
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い、外部資金を確

保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）自己収入の

拡大 

積極的な広報活動

や新たな利用者層

の開拓、寄付金の

拡大など自主的な

取組のほか、受益

者の負担を適正な

ものとする観点か

ら、情報センター

のデータベース利

用に一部受益者負

担を導入すること

等により、自己収

入を拡大する。 

い、外部資金を確

保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）自己収入の

拡大 

・宿泊室利用率の

向上等により、自

己収入の拡大を図

る。 

・会館の活動につ

いて、広報実施計

画（年度）を策定

し、会館の利用促

進を図る。 

 

 

＜評価の視点＞ 

積極的な外部資金獲

得への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）自己収入の拡大 

＜その他の指標＞ 

・自己収入拡大に向け

た取組 

 

 

 

 

 

・宿泊施設の利用料の

引き上げ 

 

 

 

・情報センターのデー

タベース利用に対す

る一部受益者負担の

導入 

 

＜評価の視点＞ 

利用拡大及び自己収

入拡大のための努力 

＜寄附金収入＞ 

  目的寄附金など19件:合計794千円の収

入。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

・会館ＯＢが大学や商工会議所連合会や農

業組合、地元企業を訪問し利用を呼びかけ

た。 

・積極的な外部資金の導入を進め、受託事

業２件、科学研究費補助金３件、寄附金

19 件を獲得した。 

 

平成 23 年 3 月に目的利用料金を二分し、

目的利用料金②の値上げをしたことに続

き、平成 24 年 3 月に目的利用料金①につ

いて 200 円の値上げを実施。 

 

・検討の結果、女性教育情報センターにお

いて、端末を使用してのデータベースを利

用する者を対象に、利用料（複写料を含

む。）を徴収することとし、平成 27年６月

から導入予定。 

 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、外部資金獲得を促進するが、

特に受託事業については、収入額と事業実

施にかかる経費のバランスを測りつつ、人

件費をはじめとする事実上の持ち出しが

ないかどうかを見極めながら決定してい

く。 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

新聞・雑誌に限らず、広報を兼ねて、利

用が入っていない施設をドラマ撮影に提

供することにより、自己収入の拡大を図る

など、様々な手段や・媒体を活用して積極

的に広報活動を行うとともに、外部資金の

獲得も図られている。 

 

＜課題と対応＞ 

平成 27 年度から施設運営の PFI 化する

ことから、PFI 業者と連携してより一層

NWEC の広報に努める外、積極的な外部資

金の獲得が求められる。 

＜今度の課題＞ 

科学研究費補助金の申請内容の見直しや企業

等からの寄付金を得るための可能性の検討を行

うとともに、平成 27 年度から導入予定の PFI の

運営権対価による確実な収入の確保や、PFI 業者

と一体となって利用者拡大を実施することによ

る自己収入の拡大についても検討することが必

要である 

 

＜その他事項＞ 

ワーキングチーム有識者委員からの主なコメン

トは、以下のとおり。 

・件数だけではなく、金額的な観点も目標に組

み込んでほしい。寄付などは手間がかかるが寄

付しやすいプログラムなども工夫してほしい。 

 

（３）評定：B 

＜評定に至った理由＞ 

 施設を映画やドラマの撮影に提供するといっ

た新たな手法によって積極的な広報活動を行っ

ており、自己収入の拡大を図っていることにつ

いては評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

PFI 業者と連携してより一層会館の広報に 

努める外、積極的な外部資金の獲得が求められ 

る。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅴ 短期借入金の限度額 

当該項目の 

重要度、難易度 

－ 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

－ 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 （参考情報） 

－ － － － － － － － － 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  運営費交付金の

受入れに遅延が生

じた場合や受託事

業に係る立替えが

生じた場合、短期

借入することがで

きることとし、限

度額は１億４千万

円とする。 

短期借入金の限

度額は１億４千万

円。短期借入金が

想定されるのは、

運営費交付金の受

入れに遅延が生じ

た場合である。 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

特になし 

 

＜評価の視点＞ 

特になし 

＜主要な業務実績＞ 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：－ 

 

 

評定 － 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅵ 重要な財産の処分等に関する計画 

当該項目の 

重要度、難易度 

－ 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

－ 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 （参考情報） 

－ － － － － － － － － 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  重要な財産を譲

渡、処分する計画

はない。 

重要な財産を譲

渡、処分する計画

はない。 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

＜その他の指標＞ 

特になし 

＜評価の視点＞ 

特になし 

 

＜主要な業務実績＞ 

重要な財産を譲渡、処分する計画はな

い。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：－ 

 

評定 － 

－ 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅶ 剰余金の使途 

当該項目の 

重要度、難易度 

－ 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

－ 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 （参考情報） 

利益剰余金 

計画値 － － － － － －  － 

実績値 － 15,974,622 9,052,433 5,067,497 33,254,624 36,118,823  － 

達成度 － － － － － －  － 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  １ 研修事業の充

実 

２ 情報資料の収

集・提供の充実 

３ 調査研究事業

の充実 

４ 交流事業の充

実 

 会館の決算に

おいて、余剰金が

生じたときは、研

修事業、情報事

業、調査研究事業

及び交流事業の

充実に充てる。 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

利益剰余金はあるか。

ある場合はその要因

は適切か。 

 

＜評価の視点＞ 

利益剰余金の発生要

因特になし 

 

＜主要な業務実績＞ 

利益剰余金は、36,118,823 円である。 

これは、消費税の還付金、人件費の縮減、

業務費・一般管理費の節減を計上した結果

である。 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定： 

評定：Ａ 

利益剰余金の原因が明らかにされており、

適切といえる。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き利益剰余金の発生要因を適切に

把握していく。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

利益剰余金の発生要因が明らかにされてお

り。業務運営上の問題から生じたものではない

ことから、適切であると評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

引き続き利益剰余金の発生要因を適切に把握

していく。 

 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅷ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

当該項目の 

重要度、難易度 

－ 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

－ 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

前中期目標期

間最終年度値 
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 （参考情報） 

利用者の評価 

計画値 
施設利用者の 80％以上が

＋評価 
－ 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上  － 

実績値 － 97.3% 97.2％ 98.0％ 98.6% 98.4%  － 

達成度 － － 121.5％ 122.5％ 123.3 ％ 123.0％  － 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 １ 長期的視野に

立った施設・設備

の整備、施設管理

の実施 

利用者の視点に

立った快適な研

修環境の形成の

ための施設整備

を計画的に進め

るとともに、施設

を有効に活用す

る。 

２ 情報セキュリ

ティ対策 

政府の情報セキ

ュリティ対策に

おける方針を踏

まえ、適切な情報

セキュリティ対

策を推進する。 

 

（１）施設・設備

の計画的整備、快

適な環境構築 

①長期的視野に

立った保守・管理

を行うとともに、

利用者が安全で

快適に利用でき

る環境を提供す

るため、必要な施

設・設備の改修等

を計画的に進め

る。 

②施設の有効活

用のための工夫

に努めるべく、

個々の施設の有

用性についての

検証を行い、具体

的措置を講ずる。 

 

（１）情報セキュ

リティ体制の充

実 

 セキュリティ

ポリシーに関す

る職員研修を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

利用者の評価 

 

＜その他の指標＞ 

・安全で快適な環境を

提供するための施設

計画 

・施設の有効活用のた

めの取組 

 

＜評価の視点＞ 

利用者の安全・安心、

快適性・利便性の視点

に立った計画的な施

設の改修 

 

 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 26 年度業務実績報告書 

P76～77 

＜自己評価書参照箇所＞ 

平成 26 年度業務実績に対する自己評価書 

P76～77 

評定 Ｂ 

その他主務省令で定める業務運営に関する事項

については、全体として所期の目標を達成して

いると認められるため、評定は Bとした。 

（１）評定：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

セキュリティポリシーに基づく実施手順につ

いて安全性の検証を行い必要な検討がなされて

いる。また、職員の研修、意識啓発を行ってお

り、情報セキュリティのために適切な対応が取

られている。 

 また、年度計画に定めた情報セキュリティ体

制の整備だけでなく、利用者の利便性及び安

全・安心に配慮した施設・設備の改善を実施し

ており評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

情報セキュリティに関する人材育成のため、

職員研修の充実を行う必要がある。 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

施設に対する利用者の満足度：98.4％ 

NWEC を利用する団体及び個人に対し、

退館時に提出する「利用者カード」により、

施設等に対する評価を調査した結果、「非

常に快適だった」「快適だった」で示され

る満足度が合計 98.4％であった。 

◯敷地内の煉瓦敷きの歩道の改修 

◯講堂前駐車場に二重駐車防止のための

駐車禁止ラインの設置 

◯茶室の竹垣の扉を更新 

◯研修棟中会議室のスクリーンの更新 

◯敷地内の樹木の剪定や枯れた木の伐採 

地元菅谷小学校のマラソン大会の会場 

として敷地の利用を承諾するとともに、同

校生徒の美術作品の展示をロビーで実施

した。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

コンピューターに対応した研修室のスク

リーンの入れ替えや設置場所の変更、敷地

内の歩道や駐車場の改修、定期的な樹木の

剪定・伐採等を行うなど、きめ細かな利用

者の利便性及び安全・安心に配慮した施

設・設備の改善を実施している。 

 セキュリティポリシーについても、見直

しを通して更に充実したシステム構築を

実施し、決められた研修を確実に実施して

いる。 

 

＜課題と対応＞ 

情報セキュリティに関する人材が不足

しているため、今後計画的・定期的な職員

研修の充実によって人材育成を図ってい

く。 
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（２）情報セキュ

リティ体制の充

実 

情報の安全管理

を徹底するため、

セキュリティポ

リシーの見直し

を定期的に行う

とともに、職員研

修を実施する。 

  

 

 

 

（２）情報セキュリテ

ィ体制の充実 

＜その他の指標＞ 

・セキュリティポリシ

ーの見直し状況 

・職員研修の実施 

 

＜評価の視点＞ 

確実な情報セキュリ

ティ対策及び研修の

実施 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 セキュリティポリシーに基づく実施手

順について、現実に即しているか検討を行

い、情報を守るためにクラウドシステムに

よるメールサービスを平成 27 年１月から

導入した。 

 セキュリティポリシーに関する職員研

修を実施し、身近なセキュリティ対策につ

いて周知を図った。 

 また、平成 27 年３月 13日開催の文部科

学省所管独立行政法人情報セキュリティ

担当者会議を契機にＣＳＩＲＴ構築・運用

支援業務協力体制について検討を始めた。 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

情報の安全管理を徹底するため、情報セ

キュリティポリシーに即しているかの検

討を行い、新システムの導入を図るととも

に、中期目標期間中、着実に職員研修を実

施。 

 

＜課題と対応＞ 

 情報セキュリティ研修だけでなく、運営

会議等を通じて、個人情報漏洩等がないよ

う役職員間での情報共有及び対応策の検

討を行っている。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

 

 

（２）評定：Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

情報セキュリティ体制を充実するために、セキ

ュリティポリシーに即した新システムの導入を

図るとともに職員研修を実施し、身近なセキュ

リティ対策についての周知を図っており、情報

の安全管理徹底のための取組が行われている。 

 

＜今後の課題＞ 

情報セキュリティの管理は徹底して行う必要が

あり、特に利用者や主催事業参加者等の個人情

報の取り扱いについては、定期的な職員研修の

実施やセキュリティポリシーの見直し等により

情報漏洩がないよう、政府の情報セキュリティ

対策における方針を踏まえた情報セキュリティ

体制を整えることが求められる。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙）

◆収入 ◆支出 ◆収支計画
（千円） （千円） （千円）

年度 予算額 決算額 差引増減額 年度 予算額 決算額 差引増減額 年度 計画額 実績額 差引増減額

H23 561,918 561,918 0 H23 304,604 259,851 44,753 H23 688,000 636,045 51,955
H24 546,755 530,124 16,631 H24 296,102 243,460 52,642 H24 675,000 634,598 40,402
H25 530,334 530,334 0 H25 278,592 252,717 25,875 H25 662,000 634,672 27,328
H26 521,641 521,641 0 H26 284,396 255,179 29,217 H26 652,189 610,493 41,696
H23 0 0 0 H23 198,524 176,156 22,368 H23 688,000 645,097 42,903
H24 0 0 0 H24 195,594 163,220 32,374 H24 675,000 639,665 35,335
H25 0 0 0 H25 176,524 159,804 16,720 H25 662,000 667,927 -5,927
H26 0 0 0 H26 189,477 174,674 14,803 H26 652,189 644,357 7,832
H23 116,925 84,296 32,629 H23 374,239 343,049 31,190 H23 0 9,052 -9,052
H24 119,731 99,405 20,326 H24 370,384 367,852 2,532 H24 0 5,067 -5,067
H25 122,605 115,222 7,383 H25 374,347 369,574 4,773 H25 0 33,255 -33,255
H26 125,548 106,682 18,866 H26 362,793 341,792 21,001 H26 0 33,864 -33,864
H23 5,000 21,182 -16,182 H23 273,194 245,867 27,327
H24 5,000 4,974 26 H24 263,005 281,848 -18,843 ◆資金計画
H25 5,000 5,131 -131 H25 247,780 311,551 -63,771 （千円）

H26 5,000 4,925 75 H26 255,021 271,536 -16,515 年度 計画額 実績額 差引増減額

H23 0 8,015 -8,015 H23 26,197 16,400 9,797 H23 677,843 623,351 54,492
H24 0 663 -663 H24 10,305 12,271 -1,966 H24 665,486 621,889 43,597
H25 0 833 -833 H25 38,742 11,430 27,312 H25 665,486 621,889 43,597
H26 0 794 -794 H26 25,560 17,504 8,056 H26 647,189 640,887 6,302
H23 0 0 0 H23 74,848 80,782 -5,934 H23 3,000 1,789 1,211
H24 0 0 0 H24 97,074 73,734 23,340 H24 3,000 7,727 -4,727
H25 0 0 0 H25 87,825 46,594 41,231 H25 3,000 2,210 790
H26 0 2,255 -2,255 H26 82,212 52,752 29,460 H26 3,000 2,210 790
H23 683,843 675,411 8,432 H23 0 0 0 H23 683,843 661,797 22,046
H24 671,486 635,166 36,320 H24 0 0 0 H24 668,486 628,728 39,758
H25 657,939 651,520 6,419 H25 0 0 0 H25 668,486 626,410 42,076
H26 652,189 636,297 15,892 H26 0 0 0 H26 652,189 632,890 19,299

H23 5,000 21,183 -16,183
H24 5,000 4,974 26
H25 5,000 5,131 -131
H26 5,000 4,925 75
H23 683,843 624,083 59,760
H24 671,486 616,286 55,200
H25 657,939 627,422 30,517
H26 652,189 601,896 50,293

受託経費

計

費用の部

収益の部

計

資金支出
（業務活動）

資金支出
（投資活動）

資金収入
（業務活動）

計

一般管理費

うち人件費

業務経費

うち研修関係
経費

うち調査・研究
関係経費

うち情報関係
経費

施設整備費

運営費交付
金

施設整備費
補助金

入場料等収
入

受託収入

寄附金

消費税等


